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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、新病院建設について外１点、16番海老名

悟議員。 

  〔１６番海老名 悟議員登壇〕（拍手） 

○１６番（海老名 悟議員） おはようございます。 

  私、一新会の海老名悟です。 

  時間がたつのは本当に早いもので、もう師走12

月であります。それも平成最後の年が終わり、来

年５月からは新しい元号のもと、新たな時代が始

まろうとしています。 

  元号がかわるというのは、昭和生まれの私たち

にとっては３つの時代に生きることになるわけ

でありまして、私たち昭和世代が以前明治生まれ

の方々に対して畏敬の念を込めて、三代にわたっ

て生きてこられたなどと言っておりましたが、次

の世代の人たちからは我々が同様に言われるこ

とになるのかななどと妙な感慨にふけっている

のは恐らく私だけではないんではないでしょう

か。 

  このように、私たちは時代の変わり目に立ち会

っているわけですが、現代は時代の変わり目であ

ると同時に、私たちが住んでいるまちの過渡期で

もあると考えられます。 

  それは、昭和40年代初頭に建設された数多くの

公共施設が、この時期に次々と更新・建てかえが

迫られている状況にあるということです。 

  本市におきましても、市役所庁舎の建てかえ、

市立病院の建てかえ、各地区コミセンの建てかえ、

そして小中学校の適正規模・適正配置による新設

中学校の建設などが押し寄せるようにやってき

ています。 

  中でも、市立病院の建てかえは、その事業規模

や周辺地域への影響などを考慮すると、他の施設

をはるかに上回るものとなります。 

  そこで、このたび１つ目の質問は新病院建設に

ついてでありますが、まず初めに、新病院建設期

間中の駐車場の確保についてお尋ねします。 

  新病院建設に関しては、その建設場所をめぐっ

て、所管の民生常任委員会協議会を初め、市政協

議会、全員協議会などにおいて数カ月間議論を重

ねてきました。その結果、新病院は現在地で建て

かえをすることになったわけですが、加えて南側

の駐車場には三友堂病院が建設されることにな

りました。しかも、これら２つの病院を同時に完

成させるという計画です。 

  これは、なかなかハードな建設工事になるもの

と思われます。なぜなら、南側の駐車場が三友堂

病院の建設現場になることから、通院患者と入院

患者の御家族が利用する駐車場がなくなるため、

その代替駐車場を確保しなくてはなりません。 

  また、河川敷を利用していた職員用の駐車場も、

増水時の安全面と河川管理の観点から、その利用

ができなくなっています。工事が始まれば、工事

関係者の車も周辺に駐車する必要が出てきます。 

  そして、さらなる難問として、以前に示された

新病院開院スケジュール案によれば、建設期間中

に２回も冬を越さなくてはなりません。 

  そこで、このような状況が予測される中、新病

院建設期間の患者さんと職員、工事関係者の駐車

場をどう確保するのかお答えください。 

  次に、現地建てかえの建設方法はどのように考

えているのかお尋ねします。 

  本年８月９日の全員協議会において示された配

置図では、東西の市道を挟んで北側の現在外来棟
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がある場所に新病院を建設し、南側の駐車場に三

友堂病院を建設し、その両病院を渡り廊下や地下

道で結ぶ案が提示されました。 

  これは、本年３月７日の民生常任委員会協議会

で示された計画図とは、その配置も建て方も大幅

に変更されたものでした。当時は、北病棟や西管

理棟を撤去し、現在地の北側に新病棟を建設する

計画でした。 

  しかし、８月に示された案では、現在外来棟が

建っている場所に新病院を建設しようとするも

ので、この場合、北病棟の跡地に仮設の外来棟を

建てる必要が生じます。しかも、その仮設外来棟

の建設に、上限とはいうものの12億円という巨額

の費用がかかる旨の説明がありました。 

  近年、自治体病院の建設費は上昇傾向にあり、

総務省が平成27年３月に公表した新公立病院改

革ガイドラインでは、病院施設・設備整備費を抑

制すべきとしています。同年10月には、建築単価

の上限単価を１平米当たり36万円が望ましいと

公表し、自治体病院の建設コスト増大にブレーキ

をかけようとしていました。 

  しかし、最近の自治体病院建設の実態を見てみ

ますと、昨年完成した千葉県内の公立病院は１平

米当たり57万円かかり、年内に完成予定の福島県

内の公立病院は１平米当たり62万円と予測され

ています。このように、建築単価の上昇に歯どめ

がかからない状況にあります。 

  これらの実態を踏まえ、新病院本体が完成する

までの間しか使用せず、いずれ解体される仮設外

来棟の建設で多額の費用を追加することは、建築

単価の上昇と相まって、本市の負担額が増大する

ことになります。 

  このような状況において、現地建てかえという

条件のもと、新病院の建設方法をどう考えている

のかお答えください。 

  次に、新病院建設にＰＦＩを導入すべきではな

いかという点についてお尋ねします。 

  このＰＦＩについては、６月定例会の一般質問

でも提案させていただきましたが、今回は病院建

設にこの手法を導入すべきではないかという具

体的な話をしたいと思います。 

  先ほど、自治体病院の建築単価が年々上昇して

いることに触れましたが、自治体病院建設におけ

る問題はさらに根深いものがありました。 

  それは、自治体病院共済会というところが病院

建設費を調査した結果、民間平均が１床当たり、

つまり１ベッドですね、１ベッド当たり1,600万

円かかっていたのに対し、公立平均は１床当たり

3,300万円と、公立病院の建設費が民間病院の２

倍以上になっているという衝撃的な事実が判明

しました。 

  この結果に対し、特定非営利活動法人医療施設

近代化センターの廣瀬理事長は、公立病院の整備

は起債で行われるが、その利息や元金返済額につ

いて一定比率で交付税により措置されるため、高

額な建設費を意に介さない面もあると指摘され

ていました。 

  本市の病院建設がこの指摘に当てはまるとは思

いたくありませんが、医業収益と返済額のバラン

スは事前にしっかりと考えておく必要があるは

ずです。 

  そこで、私は市立病院の建てかえやその後の維

持管理にかかるコストの効率化を実現する有効

な手段としてＰＦＩを導入すべきだと考えてい

ます。 

  実際に愛媛県立中央病院で導入されたＰＦＩに

よるコスト効果を見てみますと、イニシャルコス

トが仕様発注から性能発注にすることで、県が直

接施設整備した場合の工事費から20％削減する

ことに成功しています。また、ランニングコスト

も単年度契約から長期複数年度契約になること

などから、10％削減に成功しています。 

  また、内閣府の民間資金等活用事業推進室――

非常に長ったらしい名前なんですが、いわゆるＰ

ＦＩ推進室と言われているところです。こちらが

本年10月に「ＰＰＰ／ＰＦＩの概要」として公表
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した中でも、「大規模な公共施設等の新設・改修、

運営・維持管理コストの見直しを行おうとする場

合には、まずはＰＰＰ／ＰＦＩの活用を積極的に

御検討ください！ 内閣府がサポートいたしま

す」と言っています。 

  今後、人口減少が急激に進む中、厳しい財政状

況においても、公共施設等の老朽化による建てか

え、改修、修繕をしていく必要があります。この

ような状況において、財政負担の軽減、良好なサ

ービスの維持・提供、民間の事業機会の創出など

が考えられるＰＦＩを病院建てかえ事業に導入

すべきだと思いますが、当局の見解をお答えくだ

さい。 

  それでは、２つ目の学童保育について質問しま

す。 

  まず初めに、学校適正規模・適正配置に伴う小

学校統合による学童保育への影響についてお尋

ねします。 

  平成29年度に改定された米沢市立学校適正規

模・適正配置等基本計画によりますと、平成30年

度から49年度までの20年間で、中学校が現在の８

校から３校へ、小学校は現在の18校から８校へ統

合再編される計画となっています。 

  これらの改定がなされた背景には、近年急速に

進む少子化があります。平成３年度、これは私の

長男が生まれた年でもあるんですけれども、この

年の出生数が977人だった子供の数が、平成28年

度には504人まで激減しているという現実があり

ます。 

  しかし、学童保育数と登録児童数の増加傾向は

全国的に進んでいる状況にあり、本市におきまし

ても現在36の放課後児童クラブが運営され、今年

度は1,389人の児童が登録されています。これは、

市内の全児童数4,148人の３割以上を占めること

になります。 

  学童保育の利用割合がこれだけある中で、今後

20年という長期計画とはいうものの、小学校数が

半分以下になることにより、これらの学童保育へ

の影響は相当あるものと考えられます。 

  そこで、米沢市立学校適正規模・適正配置等基

本計画に伴う小学校の統合による学童保育への

影響について、どのように考えているのかお答え

ください。 

  次に、小学校施設への学童保育施設の併設につ

いてお尋ねします。 

  先ほども述べましたが、現在本市で運営されて

いる放課後児童クラブは36ありますが、そのうち

小学校の施設を利用しているのは、塩井小学校内

にある塩井さくらんぼクラブのみであります。子

供たちの安全と保護者の安心を考慮すれば、学校

の敷地内に学童保育施設があることがより望ま

しい状態ではないでしょうか。 

  そこで、小学校施設への学童保育施設の併設に

ついて、どのように考えているのかお答えくださ

い。 

  以上で、私の32回目となる壇上からの質問とい

たします。御答弁よろしくお願いいたします。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

  〔渡辺勅孝市立病院事務局長登壇〕 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 おはようございます。 

  私からは、新病院建設についてお答えさせてい

ただきます。 

  まず、新しい病院建設期間中の駐車場の確保で

ございますが、現在、北側と南側の駐車場の一部

を、建設工事中も患者用の駐車場として100台確

保できる見込みでございます。とは申しましても、

全体で現在670台の駐車場を確保しておりますの

で、残り570台につきましては、南側駐車場でお

さまり切れない工事車両などの駐車スペースを

近隣で確保することは困難でございますので、河

川敷駐車場を利用せざるを得ないと現在のとこ

ろ考えているところでございます。 

  次に、建設手法等についてでございますが、御

指摘のとおり、新病院の配置につきましては、当

初北病棟などを解体してあいたスペースを想定

しておりましたが、三友堂病院が同一敷地内に新
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病院を建設することを考えますと、北側に当院を

配置した場合に両病院の距離が約100メートル以

上離れてしまい、このたびの両病院の医療連携で

は、平成35年度までの同時開院はもとより、近接

性についても重要視しておりますので、建設系コ

ンサルタントのプロポーザル時に提案されまし

た南側駐車場と病院の間の市道を挟んで両病院

が近接する案を基本として進めてまいりたいと

考えております。 

  なお、御指摘のとおり、その工事期間中、仮設

の建物ということで当初全員協議会で12億円と

いうことでお話しさせていただきましたが、あく

までもこれは上限値でございます。今後、建設事

業費を精査していく中で、必要最低限の費用とい

うことで考えております。 

  さて、ＰＦＩの活用についてでございますけれ

ども、御指摘のとおり、公立病院の建設コストは

高目に推移してございます。ただ、災害時におけ

る病院の機能を維持するためにも、最低限の機能

は満たす必要があると考えております。ただ、そ

れといっても、御指摘のとおり、建設コストが多

大なものであっては今後の収支計画にも影響し

てございますので、できるだけ建設コストを抑え

るよう工夫してまいりたいと思います。 

  なお、ＰＦＩ方式による建設事業につきまして

は、ＰＦＩ法に基づき進める必要がありますので、

手続などで２年以上かかるものと想定しており

ますことから、現状でも平成35年度の開院に時間

的な余裕がないため、時間的な制約からＰＦＩ方

式での建設は難しいと考えております。 

  また一方で、病院建設事業におきましては、Ｐ

ＦＩ事業での成功事例がなく、運営の部分を切り

離して実施したという事例についても確認でき

ておりませんので、現時点においてＰＦＩ方式で

の新病院建設というものは想定しておりません

が、他の手法などを検討しながら進めてまいりた

いと思っております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、学童保育について、

教育委員会の所管部分をお答えいたします。 

  初めに、小中学校の適正規模・適正配置につき

ましては、議員が述べられたとおり、米沢市内の

小中学校を計画期間の20年間の中で小学校８校、

中学校３校に再編統合することを目指しており

ます。その過程におきましては、段階的な統合も

考えておるところでございます。 

  統合に向けての進め方は、初めに地元代表者協

議会を設置し、今後の学校のあり方についての協

議を行い、統合の方向性や統合年度について決定

いたします。その後、統合準備委員会を設置し、

統合に向けてさまざまな検討事項について協議

を行います。統合までの準備期間では、統合後の

教育内容についてや通学方法、ＰＴＡなど学校運

営にかかわる組織の再編についての検討を行い

ます。したがいまして、統合には小中学校それぞ

れある程度の期間が必要となります。 

  また、小学校及び中学校の統合については、そ

れぞれ進め方が異なりますが、並行して進めてま

いります。 

  中学校については、（仮称）南西中学校が平成

37年度開校を目指し準備を進めております。（仮

称）東中学校と（仮称）北中学校は、統合年度を

まだ明確に定めておりませんが、生徒数の推移や

必要な条件整備などを考慮し、平成37年度から余

り前後しない時期での開校を目指したいと考え

ております。 

  小学校につきましては、まず複式学級の解消を

優先して進めてまいります。小学校の統合には地

元との協議が不可欠であり、複式学級を持つ地区

については丁寧な説明を行い、地元住民及び保護

者の理解を得ながら、地元代表者協議会を設置し、

順次進めてまいります。 

  学童保育につきましては、子供たちの生活にお

いて大変重要な役割を果たしていると認識して
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おります。これまで実施してまいりました地区説

明会におきましても、今後の学童保育のあり方等

についての御心配や御意見をいただいていると

ころであります。実際に統合の方向性が定まれば、

関連する担当課にも統合準備委員会への参加を

要請し、多方面から準備を進めてまいります。特

に学童保育のあり方については、所管するこども

課と互いに情報共有しながら進める必要がある

と考えております。 

  次に、今後の学校施設の建てかえについてお答

えいたします。 

  現在の小学校の施設は、ほとんどが築40年前後

経過しており、今後の学校適正規模・適正配置計

画に基づく学校の統廃合を行う際には、施設の建

てかえや大規模改修等のさまざまな手法で施設

を整備する必要があるものと考えております。 

  このため、本市では、平成31年度と平成32年度

の２年間で、専門家による学校施設の診断等を行

い、今後、施設を使用する場合に必要となる施設

の整備手法等を取りまとめた学校施設の長寿命

化計画を作成する予定でおります。 

  さらに、この計画をもとに個々の学校施設の改

修等の計画を策定し、将来的な適正配置に向けた

施設の整備の検討を行うこととしております。最

終的には、今後の個別具体的な検討の結果、実施

時期や児童の人数、将来の学校にとって必要とな

る機能等、さまざまな点を考慮して施設をどのよ

うに整備するのかを検討する必要がありますの

で、学童施設の併設についても検討項目の一つと

することは可能であると考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、小学校統合に

よる学童保育への影響についてどのような考え

を持っているかと、小学校施設への学童保育施設

の併設についてどのように考えているかについ

てお答えいたします。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画が

策定され、小学校区は今後20年間で最終的に８校

に再編統合されることになりました。 

  この統廃合の話を受け、放課後児童クラブを運

営している設置主体からは、今後の放課後児童ク

ラブの運営がどうなるのか、現在働いている方か

らは、働く場がなくなるのではないかといった不

安の声をいただいているところです。また、放課

後児童クラブを利用している保護者からも、今の

放課後児童クラブを利用できなくなるのではな

いかといった声があるともお聞きしております。 

  このような話を集約するため、こども課では、

放課後児童クラブの運営主体を訪問し意向調査

を行っており、間もなく全クラブの訪問が終了す

る予定です。 

  この調査は、小学校の再編統合により、現時点

で各クラブが抱えている課題や不安について明

確にするとともに、その不安を少しでも解消する

ために行っているものです。各クラブからのさま

ざまな意見、要望について取りまとめ、小学校の

再編統合において各クラブの意向が反映できる

よう、教育委員会と情報を共有しながら協議して

まいります。 

  小学校施設への学童保育施設の併設については、

既存の建物を利用する場合、防火扉や専用入り口

の設置等、大規模な改修が必要となる課題がござ

います。 

  一方、現在行っている意向調査においては、現

在使用している民間の施設をそのまま使用する

ことを希望している放課後児童クラブもあるこ

とから、併設については各クラブの要望や小学校

の施設の状況及び米沢市立学校適正規模・適正配

置等基本計画を考慮し、個別に対応してまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 



- 74 - 

  まず、病院関係からお伺いしていきたいと思い

ます。 

  まず、具体的なところからの話になりますけれ

ども、駐車場ですね。これ、本当に現実的に大変

なところだと思います。先ほどの局長のお話から

いくと、結局は何ですか、六百数十台は確保して

いるというような御答弁だったと思うんですけ

れども、ただ近隣の、私は住民の方々からちょっ

とお話を聞いたんですけれども、これは11月当初

のころだったのかもしれないんですけれども、周

辺、特にヤマザワさんの店舗がある前の片側２車

線の道路があるわけですけれども、あの周辺がそ

の８時前後のときに大変な渋滞をしているとい

うようなお話を耳にしたことがありました。その

後、私も現場を見させていただいたり、あと河川

敷のほうの駐車場なんかも見させていただいた

りしておったんですけれども、そういった渋滞の

発生については、その後病院当局ではどのように

把握されていますでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今まで、河川敷のほ

うも病院の患者さんなり職員が一部使わせてい

ただきました。ただ、自主的に河川敷の駐車場の

使用を自粛した経緯がございます。南側と北側に

駐車場を拡張しまして、150台か160台ほど拡張し

て、河川敷にはとめないというような方針に変わ

りました。それが11月１日のことでございます。

ただ、11月１日当時、駐車場のゲート、駐車券発

行の手続等があるわけですけれども、それで渋滞

が発生しました。相当な渋滞でございました。翌

日から、混む時間帯についてはもう駐車券を出す

行為はしないで、職員である場合はもうフリーパ

スと、あと利用者、市民の方については手渡しで

お渡しするということで工夫しまして、渋滞は即

刻解消した次第でございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 現実的にそれで解消

になったということであればそれはそれでいい

んですけれども、私、実はその後現地を見させて

いただいたときに、見させていただいたというか、

通っただけなんですけれども、その11月１日以降

ですけれども、というよりも11月の末で見させて

いただいたときには、実はまだ河川敷のほうに結

構な台数がとまっているのも実は確認しており

ます。 

  聞き取りの際にもこの話はやりとりさせていた

だいたんですけれども、実際のところは今局長が

おっしゃるとおり、職員の方々は自主的に河川敷

にはとめずに北側と南側の新しく増設したとこ

ろに駐車をしているということなわけですけれ

ども、実態としてはまだ河川敷のほうを利用され

ている方もいらっしゃるということなんですけ

れども、この辺については把握されていますでし

ょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 確認しております。

常時40台ほどとまっている状況でございますが、

私どものほうでは職員の車については全て登録

ということで管理しておりますので、一台一台確

認して当院の職員のものではないということで

捉えております。 

  内訳については、多分なんですが、業者さんの

車、または患者さんでも一部とめておられる方が

いらっしゃるかと思います。ただ、その辺につき

ましては、私どものほうでもちょっと指導できる

立場ではございませんので、少なくとも職員に対

しては指導しているところでございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） これから冬期間に向

かうわけですけれども、冬場ということになれば

当然――あそこ、ちなみにですけれども、職員の

駐車場としてはこれからは使わないというよう

なことでいった場合に、あそこの従来やっていま

したいわゆる除雪ですね、こういった部分につい

ては冬期間のところにおいて、今後あそこは、こ

れは病院とは関係ないところになるんでしょう
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かね。もし、何も手をつけないということになれ

ば、当然あそこはもう冬期間は全くの閉鎖状態と

いうことになるのかなと思うんですけれども、こ

れは聞き取りのところで詳しくやりとりしたわ

けではありませんので、もし病院側でその辺がわ

かればというところでお答えいただければと思

うんですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 これまでも豪雪のと

きには病院内の駐車場がいっぱいいっぱいにな

ってしまうということが何度もございました。除

雪、排雪には努めておりますが、それでも間に合

わないというところがありますので、そういう場

合を想定して、冬期間の河川敷の駐車場の使用に

ついてもちょっと検討、御相談させていただいて

いるところでございますが、今のところまだその

方針については確定しておりません。もし、仮に

一部そういった冬期間ということ限定で使用す

ることができるのであれば、除排雪についても建

設部等と協議させていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 今後の部分なんです

けれども、いよいよその建設等々が始まっていっ

たときなんですけれども、先ほどの御答弁からい

きますと、やはり河川敷を利用せざるを得ないの

ではないかというような御答弁だったわけなん

ですが、河川敷を利用するということに当たって

は、当然県との協議が必要になるかと思うんです

けれども、その県との協議が今の段階でどこまで

いっているかというところについては定かでな

いかもしれませんが、ただ当然そこに何とかしな

いと、駐車場が確保できないということになると

思いますが、その点についてはいかがお考えなん

でしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 おっしゃるとおり、

工事期間中につきましては、敷地がほとんど工事

の敷地になりますので、駐車場の確保ができない

状況になります。そういったことを踏まえまして、

河川敷の使用について、現在県のほうに御相談さ

せていただいております。 

  工事期間中という限られた期間内であれば、使

用について前向きに御検討いただいているよう

でございますが、それでも条件がございまして、

豪雨等の洪水時については、すぐ車が移動できる

ようにという条件は受けております。ただ、急に

移動ということでも場所を確保しなければなり

ませんので、周辺の企業、スーパーさんと今災害

協定について打診しているところでございます。

近々御返事がいただけるものと思いますが、そう

いった協定のもとに、また県のほうに御相談させ

ていただきたいと思っております。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 工事期間中の期間限

定というようなことでの対応になるということ

ですけれども、そこで仮に、言ってみれば使える

と、これは使わせてもらわないと何ともならない

話だと思いますので、そこは何とかするしかない

とは思うんですけれども、ただやはり先ほどのお

話にもあったとおり、職員の方々は基本的に、例

えば増水時に水かさがふえてきたんですぐ移動

してくださいというようなところでの対応とい

うのは、過去にも前例があってできるということ

だと思うんです。ただ、現実そうでない方々もと

められるということになった場合、というか場合

じゃなくて、これ間違いなく職員の方以外もとめ

られることになるんだろうなと思います。そうな

った際に、これはもう過去にもあることですので

対応方はされているかとは思うんですけれども、

そういったいわゆる増水時に水かさがふえてき

たようなときのその対応というものについては、

そういった職員の方々以外の方々に対する対応

方というものについては、何かしら検討されてい

るところはあるんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今までも館内放送と
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いうことで、移動についてお願いした経緯がある

というふうに報告を受けております。 

  また、これは例えば台風とか、ある程度予想つ

くものであれば、例えばの話なんですけれども、

確定ではございません。例えば診療の日にちをず

らすとか、そういったことでの対応も考える必要

があるのかなと思っております。ただ、これにつ

いてはまだマニュアルになっておりませんので、

今後マニュアル化も含めて検討してまいりたい

と思います。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） やはり非常に、言っ

てみれば立て込んだところでの工事ということ

になりますので、そういった部分については、本

当に事前の十分な検討というのが必要だと思い

ますので、その辺はよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続いて、その建設方法の部分なんですけれども、

先ほどの御答弁からいきますと、やはり８月の９

日、我々議会に対しまして全員協議会の資料でも

って提示をされたそのやり方でいくと。なおかつ、

仮設の外来棟を建てるという部分についても、極

力コストは圧縮するようにしたいということで

はありますが、それでもかかるものはかかるとい

うことだと思うんです。 

  この点については、まだ検討中だということで

すけれども、ＣＭさんも入っていることですので、

その辺について、何らかのこのくらいというよう

なところとか、アッパーで12億円というのは出て

いるんでしょうけれども、実際としてはこのくら

いかかりそうだなというようなところはまだ出

ていないんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 御指摘のとおり、12

億円は多額な金額でございます。もっと早く確認

しておけばよかったんですが、当時ちょっと確認

漏れがございました。12億円の根拠につきまして

は、仮設とはいえ病院の性格上、相当期間使える

ものと想定しての12億円という算出でございま

したので、工事期間中３年ないし４年という限ら

れた期間の中での仮設ということで改めて今試

算しているところでございますけれども、その具

体的な数値についてはまだ出ていないところで

ございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ちなみに、そういっ

た仮設のものをつくるといった場合に対しての

国とか県からの補助メニューとかっていうのは

あるんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今のところ確認でき

ておりません。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 先ほども申し上げま

したけれども、そうなんです。公立の病院建設と

いうのは非常に多額のコストがかかると。それも、

上昇傾向にあるというのは事実であります。その

中において、言ってみればさらにコストがかかり

増しをするというやり方については、私はどうな

のかなと思わざるを得ません。 

  確かに、三友堂病院との距離を短くすると。渡

り廊下等々でつなぐために、とにかくくっつける

ために仮設の外来棟をつくるということになる

と、これ、私なんかは考えようによってはその渡

り廊下のために何億というお金をつぎ込まざる

を得ないのかなという気がしてしようがないん

です。そういう点からいけば、これどうなんでし

ょうかね。 

  市立病院側と三友堂病院側、せんだっての市政

協議会のところでも報告がありましたけれども、

それぞれがスタートする時点ではある程度全く

もって別々の機能を持ってスタートするわけで

はないと。患者さんは建物にくっつくんではなく

て、先生についていくというようなところからい

けば、実態としては診てもらっている先生のとこ

ろに継続して行くと、これはもう当然だと思いま



- 77 - 

す。そういう点からいけば、市立病院と三友堂病

院、それぞれにある程度かぶっての診療項目があ

ると、これもわからないではないんですが、その

両病院を何としても近接距離で結ばなくてはな

らないと、そのためにこの仮設の外来棟が必要で

あるというところからいくと、どうしてもこの距

離を短くしての渡り廊下が必要なのかなと思う

んですけれども、その点についてはいかがお考え

なんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 やはり、病院の機能と

しましては、検査からそれから放射線の診断とか、

それからスタッフが非常に両病院を動くという

ことになりますので、もちろん患者さんは当然多

く動くわけでございますので、そういう利便性を

考えれば、２つの病院が機能連携、新しい市立病

院が急性期、そして三友堂が回復期を担うという

そういう機能分化したからには、そういう連携を

スムーズにさせるためにはやはり動線は短くす

る必要が当然あると考えておりまして、そのよう

な決定をしたわけでございます。 

  そして、いろんな病院を新しく建てる場合に、

仮設の外来棟をつくるということが多く見られ

るわけでありますが、今回はたまたま北病棟の建

物があるということで、仮設の外来棟をつくるに

しても、まったくゼロからつくるというよりは経

費は軽減されるものと私は考えておりまして、し

かも期間が限定されておりますので、その点は御

理解をいただきたいと思います。 

  それから、その期間中には、当然ながら今まで

の市立病院で診ていた外来の患者さんは数を減

らして、できるだけ開業医の方々とか御紹介をし

てまいるわけでございますので、患者数も２割ぐ

らいは減らしていくという方針で、既に移行期間

もそのような対応をしていきたいと思いますの

で、なるべくその一時的な外来の診察の患者さん

の数、それから部屋、それから建設コストは引き

下げていくということでやってまいりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 済みません、今のと

ころで１点ちょっと再度確認をさせていただき

たいんですけれども、今現在ある北病棟があるの

でゼロからではないというような私は捉え方を

してしまったんですが、現在ある北病棟と今度つ

くられる仮設の外来棟というのは何か関係する

ものがあるんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 北病棟、今使わずにお

ります。時々職員の健診等で使っておりますが、

あそこがあいておりますので、当然ながらそのス

ペースを有効に活用して外来の部分をつくりた

いと。それで、足りない部分はもちろん新しくプ

レハブみたいなものをつくらざるを得ませんが、

今のところ何とかその範囲内でおさめられるよ

うに検討したいと思っております。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ということは、現在

ある、以前精神科で使っておられたあの北病棟を

丸ごと残して、それを新たな外来棟の一部として

使うということでよろしいんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 おっしゃるとおりで

す。北病棟を改修して仮設として使い、新病院が

建った後は解体するという予定でございます。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） それに加えて、もし

かしたら足りない部分をプレハブで足し増しを

するということなわけですね。わかりました。 

  ただ、いずれにしてもそうなった場合、今度ど

っちにしても足し増しがどうなるかというとこ

ろなんですけれども、建設の期間です、スケジュ

ール。この点についてはどのように考えておられ

るんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 当初目標としており
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ます平成35年度の秋の開院については、これは揺

るぎないものと思っております。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 仮に仮設がそのプラ

スになったとしても、それは変わらないというこ

とですか。どうしてもそこがですね、ちょっと私

の理解不足なのかもしれないんですけれども、現

実的にそれが必要で、加えてプラスアルファにな

るんではないのかというふうについ考えがちな

んですけれども、その辺がならないというのはど

ういう仕組みなんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今までの御説明が説

明不足だったかと思います、申しわけございませ

ん。全協のほうでお話しした時点でも、北病棟を

活用してそこを仮設にするという私どもはその

想定でございました。それを踏まえて開院時期は

ずれないということです。当然、新しい病院を建

設するのは仮設の建物ができた後ということに

なりますが、新病院着工前に仮設工事は完成させ

るということですので、期間的には間に合う状況

でございます。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） いずれにしても、何

しろ公立病院です。公立病院の建設コストが本当

にびっくりするほど上がっていると。しかも、何

でこんなに民間病院と格差が出るのかなという

ふうに思うくらいです。 

  先ほど、私、医療施設近代化センターの理事長

のコメントなんかも述べさせていただきました

けれども、そうなんです。ある程度の公立病院の

建設に関しては、借入金額に対する一定率の補助

なり交付税措置なりというのがあるというよう

なところはありますので、そういった点からまず

借金は何とかなるという感覚ではいけると思い

ます。ただ、借金はできるんです。一般の事業も

多かれ少なかれそういうところがあります。借金

するところまでは銀行さんも、はいはいと貸して

くれるんです。問題は、それを返済していくとき

です。自治体であっても、基本的には起債をする

わけですので、その市債を銀行さんに買っていた

だいて、それに対して返済をしていくという形に

おいては民間企業と何ら変わりはありません。そ

ういった点からいけば、元金が返済に含まれて、

いわゆる最初の元金据え置きというところから

元金が入ってくるというタイミング、このときに

おいてどうなっているのかということが私は一

番肝心に考えなくてはならないところだと思っ

ています。 

  民生常任委員会で、昨年なんかも視察に行って

きた下呂市立金山病院であるとか、小山の市民病

院であるとか、こういったところについては、や

はりその返済の部分をかなり意識してつくって

います。自治体としてはそうなんです。何ぼでも

いい病院をと、それは誰しも考えることです。つ

くる側も受ける側も、皆さんそうです。しかし、

それをただではできない、借金してつくらなくて

はならないという点からいけば、この返済を頭に

入れずに、当然入れていらっしゃるとは思います

が、そこが私は非常に肝心なところだと思ってい

ますが、その点についてはいかがお考えでしょう

か。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 御指摘のとおり、病

院建設、建物については通常５年据え置き、30年

償還ということで、当初は利子のみということで

元金償還は生じません。５年後いきなり元金が生

じるということですが、加えて備品関係について

は、５年償還がメーンでございます。ですので、

最初の５年は医療機器の備品関係の償還、例えば

高度医療機器30億円の整備費と仮定した場合は、

年間６億円というような償還が発生します。その

医療機器の償還が終わった後、今度建物の償還が

始まるということで、いわゆる償還にあってはか

えって最初の５年間が厳しいというのが現実で

ございます。 
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  当然、経営リスク、経営マネジメントの面から

いえば、５年の据え置きではなく、開院当初から

収支上問題ないように組み立てる必要がござい

ますので、少なくとも建設費用についてはできる

だけコストを抑えるというような考えは必要か

と認識しております。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひともそこのとこ

ろをしっかりと考えていかないと、将来、この病

院建設が市民の負担となって重くのしかかって

くるということについては、本当によくよく考え

ていかないと非常に怖いことになると私は思っ

ていますので、その点は重々考えていただきたい

と思います。 

  その点においては、私はこのＰＦＩというやり

方については、これは先ほど局長からは事例がま

だないというようなお話でしたけれども、実態と

して全国では18の公立病院にこのＰＦＩが導入

されています。最近の近年のものにおいては、施

設のみ管理という部分についても実態としては

出てきています。そういったものについては、先

ほど申し上げたとおり内閣府もかなり力を入れ

てそれを推進しようとしています。こういった部

分については、何かしらの確認、そして内閣府等

への相談、そういったものはなかったんでしょう

か。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 当然、ＰＦＩについ

ても検討してまいりました。ただ、一番ネックな

のは、２年ごとの医療報酬改定です。これによっ

て制度が大きく変わります。当然、医療体制もそ

の都度臨機応変に変えなければなりません。ＰＦ

Ｉの怖いところは、長期契約ということで、そう

いったものにどこまで柔軟に対応できるかとい

うのが非常に心配しているところでございます。 

  ただ、議員が仰せのとおり、建設コスト的には

できるだけ低く抑えたいということで、例えばの

話なんですけれども、医療行為に直接関係ないサ

ービスエリア的なもの、例えば食堂とか薬局とか

そういったものについて、極力民間のお力をかり

たいということで、敷地を活用しながらそういっ

たものを導入して、最終的には今の見込みなんで

すけれども、10億円単位で経費が節減できるとい

うことを想定しておりますので、そういった方面

で相対的に建設コストの縮減に努めてまいりた

いと思います。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 建設コストの縮減と

そして返済額、このバランスというのは絶対的に

必要です。何といっても基本になるのは医業収益

だと思います。そこが入ってこなければいかんと

もしがたい。残念ながら、近年の公立病院の建設

コストがどんどん上がっている中で、言ってみれ

ば建物は見事な施設ができたんだけれども、そこ

での医業収益が芳しくないという実例も残念な

がらあります。しかし、逆に返済額を先に考えて、

身の丈に合ったコンパクトな病院をつくること

によって、逆に医業収益を上げているという病院

もあります。そういった点についても、ぜひとも

時間がないないというだけの話からいくと、私は

これは将来に禍根を残しかねない問題になると

思っています。多少時間をかけてでもこの部分に

おいてはさらなる検討を私はお願いしたいと思

います。 

  続いて、学童保育の部分についてお伺いさせて

いただきます。 

  学童保育のいわゆる利用数というんでしょうか、

その傾向、最近、近年で見た場合にそれがふえて

いるのか、減っているのか、さまざまあるかと思

うんですけれども、この辺の状況についてはどの

ように把握されていますでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 学童の登録児童数であり

ますが、平成24年に1,000名を超えておりまして、

現在では先ほどおっしゃったように1,389名とい

うふうになっております。この間ずっとふえ続け
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ているという実態になります。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 変な話ですけれども、

先ほどは子供の出生数が平成３年には977人いた

のが28年度には504人まで減っていると。そうな

んです。生まれてくる子供の数は減っているんで

すが、残念ながら社会の環境とか、親の働く環境

であるとか、さまざまそういった事情からだとは

思うんですけれども、学童の利用者数は逆にふえ

ているというのが実態です。 

  それを考えていった場合に、今後こういった適

正規模・適正配置、この計画によってさまざまな

統廃合がなされていくという中においては、先ほ

ど部長が答弁でもおっしゃったとおりです。運営

者側も利用者側も、非常にある意味不安を抱えて

今やっているという状況にあります。それの聞き

取り調査を今やっているところだということの

お話ではありましたが、こういった部分に関しま

しては、丁寧な説明ときちんとした予測を立てて

お話をしていただくことが必要だと思いますけ

れども、こういった対応方についてはどのように

お考えでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 何しろ、運営に当たって

いる当の本人たちというか、方々が持っていらっ

しゃる不安ですので、そこの点については本当に

おっしゃるとおり丁寧に対応し、不安を取り除く

対応、対策を練っていかなければならないと考え

てございます。 

○島軒純一議長 海老名議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひとも、そういっ

た部分に関する丁寧かつ正確な説明をしていた

だきたいと思います。漠然とした不安ほど怖いも

のはありません。ぜひとも、そこの部分について

はこういう形で進むはずですから、その部分にお

いてはこのような形で学童に対しても対応させ

ていただきますという部分についてはなるべく

具体的に対応していただきたいと思います。 

  それから、小学校施設への学童保育施設の併設

という部分においては、本当唯一塩井小学校内に

塩井さくらんぼクラブが今併設されて行われて

いるわけですけれども、私、これはもう本当に、

逆に言うと奇跡的なものなのかなというふうに

見ていたところがあるんですけれども、この言っ

てみればここだけなぜそういうふうにできたの

かなというところが正直不思議なところでもあ

るんですけれども、その辺の言ってみれば施設が

あそこにできる経緯とかについて当局のほうで

何か確認されていることがあれば教えていただ

きたいと思います。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 塩井のさくらんぼクラブ

さんにつきましては、平成17年になりますが、立

ち上げの当初からその学校のほうに入りたいと

いった希望を持っておられたようです。ですが、

コミセンのほうで運営をしてこられまして、平成

22年に学校の校舎のほうに入ったわけですが、塩

井地区から、学校、それから市のほうに働きかけ

があってそういった経過になったというふうに

捉えてございます。 

○島軒純一議長 以上で16番海老名悟議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、民間資本を活用したまちづくりについて

外１点、13番鳥海隆太議員。 

  〔１３番鳥海隆太議員登壇〕（拍手） 

○１３番（鳥海隆太議員） 皆さん、こんにちは。 

  鳥海隆太でございます。余り冒頭で私、自分の
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名前を言うことはないんですけれども、きょうは

何かあえて言わなくちゃいけないかなと思いま

して、述べさせていただいた次第でございます。 

  非常に困った事態がありまして、先ほど海老名

議員の一般質問で、冒頭で言う言葉を全部とられ

てしまいまして、何をちょっと冒頭でつなげてい

こうかなと思った次第なんですが、そんなことを

前日から考えておりましたんですけれども、９月

の議会が目いっぱいあったわけなんですけれど

も、終わりまして、ちょっと時間があるのかなと

いうように考えていたんですが、あっという間に

次のこの12月定例会というようなことになりま

して、非常に時間の過ぎるのが早いなと思ってち

ょっと慌てた次第でありまして、家を出るときに、

急いで出てきたのもありまして、車に乗ろうとし

たらズボンの色がちょっと違うことに気づきま

して、これはいけないと思って引き返して慌てて

取りかえた次第なんですけれども、やっぱり落ち

ついて家を、ルーチンを行ったほうが一日安心し

てできるなというように思った次第なんですけ

れども。 

  先日、やはり一般質問も遅くまで時間がかかり

まして、外に出ましたら暗くなっていたというよ

うな状況でございました。そのとき、知ってはい

たんですけれども、改めて市役所の入り口ですね、

イルミネーション、これが鮮やかに前年よりも大

きくきれいに光っているのが見えました。これは

市民の方の御協力で設置されたというようなこ

とで、こんなにきれいに見えるんだと改めて感謝

と御礼を申し上げたいなというように思いまし

た。そういったきれいに見えるというか、議席か

ら常に市の職員の皆さんのところを拝見してお

りますと、あることに気づきまして、ネクタイの

色というか柄といいますか、これがある一定であ

ることに気づきまして、多いとき大概は無地なん

ですね。大概は無地なんですけれども、たまに島

貫宏幸議員のような柄の入ったネクタイをかけ

……、おしゃれですね。そういうときは大概答弁

に立つんですね、当局の方も。やっぱりそういう

ようにちょっと勝負に入ってきているのかなと

思った次第なんですけれども。 

  今回の質問は、公共施設についてとくくっても

よかったんですが、民間資本を活用したまちづく

りというようなことであります。ちょっと考える

と、ＰＰＰとかＰＦＩとどう違うんだというよう

に思いがちなんですが、私の今回の質問はちょっ

と似てもいないかなと、全く違う手法なのかなと

いうようなところでございます。 

  その前に、本市においての公共施設というよう

なものはどのぐらいあるのかなというように考

えてみますと、さまざまございまして、道路一つ

とっても、道路そのものもそうですけれども、歩

道もございますし、道路に関係のある橋梁もござ

います。トンネルもあるのかなと、そういうよう

なところもございます。 

  また、教育関係を考えてみると、どういうもの

があるのかと申しますと、やはり学校、小中、中

には保育園というようなものもあります。教育関

係の施設もあろうかとも思います。 

  また、体育関係、そういったものはどういうも

のがあるのかなと思いますと、体育館、武道館、

多目的運動場、サッカー場、陸上競技場、あとは

野球場ですね。あと違ったところでジャンプ台だ

とか、夏限定の市営プールだとかですね、そうい

った施設があろうかなというように思います。 

  行政機能はもう推して知るべしというようなと

ころでもございますし、先ほど海老名議員の質問

でも出ました医療関係でも公共施設というよう

なところでございますし、また社会福祉、児童福

祉、障がい者福祉など、そういった福祉関係の施

設もたくさんあります。 

  また、ライフラインであります上下水道、こう

いうような、きのうは皆川議員も水道の話をして

おりましたけれども、そういった上下水道も市の

施設でございます。 

  そういうように見ると、非常にたくさん公共施
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設と言われる部分はあるなと思います。それらの

施設は、時代の要望やまた市民の要望、また行政

サービスを維持するために設置した施設と、多様

な要望で設置されてきました。もちろん、この市

民負担や税金、また多様な補助などを利用して設

置されてきております。 

  私は、今後もこのまま無事に続いていくという

ように思ってもおります。ただ、設置年度が当初

計画よりも若干先に延びたりとか、またこういう

ことにはなってほしくないなと思うんですが、１

足す１割る２のようなものは避けていただきた

いなと思いながら、また違う観点から見てみます

と、本市の産業、この生産力などを考慮したり、

また今後の本市の人口動態、今言ったことに伴う

税収、こういうことを考えてまちづくりや市民サ

ービス、公共施設の更新や維持、設置を考えたと

き、果たして今までのようには、先ほどはいくだ

ろうというように申し上げましたけれども、もし

かするとそういうようなこともなきにしもあら

ずというように、やはり心のどこかで思うわけで

ございます。 

  そのような状況になっても、要望に応えようと

する行政の努力は応援します。ただ、問題点は、

やはり資金面じゃないかなというように思うわ

けであります。使えるお金がどのくらいあるのか、

確保できるのかによると思います。そのような問

題点を解決しなければならないというように思

いますし、そのようなことにならないためにも、

方策は何か考えられてあるのか、お聞きしたいと

思います。 

  また、あわせて、先ほどもちらっと申し上げま

したけれども、ＰＰＰ・ＰＦＩですね、これにつ

いてはどのようにお考えなのか、御説明いただき

たいというように思います。 

  次の質問は、スポーツ施設の維持管理について

であります。 

  やはり、公共施設というようにくくったほうが

よかったなと今ちょっと反省しているんですけ

れどもね。本市は健康長寿日本一というようなも

のを掲げております。その長寿の秘訣はやはり健

康であるというように私は思います。このような

質問でございますので、あえて言わせてもらいま

すけれども、健康の秘訣はやはりスポーツではな

いかなと、体を動かすことではないだろうかとい

うように思うわけでございます。 

  スポーツと運動施設は、先ほども申し上げまし

た市営体育館、武道館、多目的運動場、サッカー

場、陸上競技場、八幡原・皆川・西部の３つの野

球場、またジャンプ台にプール、そういったもの

がございます。こういったところでは、市民のサ

ークルの活動や、また競技スポーツ、生涯スポー

ツなどで汗を流し、健康増進や社会福祉に努めて

おられることというように思います。 

  また、本市では、全国的に見ても類を見ない市

民総体というような市民のスポーツの祭典のよ

うな大会が年間を通して行われております。これ

は、先ほども申しましたけれども、全国的に見て

もまれな取り組みじゃないかなというように思

いますし、総体はやはりそういったスポーツ施設

を使いながら行っているというようなことであ

ります。 

  また、角度を、投影面といってもよろしいんで

すけれども、変えてみると、利用者も寄与してお

りますが、市民総体も含めてさまざまな大会を開

催、また誘致することによって、本市の経済にも

私は寄与しているというように考えております。

その拠点となっている施設の必要性は重要な位

置にあると思いますし、ホストタウンというよう

なことも掲げております。 

  本市において、このような施設は早い時期に建

てられております。そこで心配になってくるのが

災害による施設の倒壊や損壊による市民サービ

スの損失、利用者の安全及び平時の施設使用によ

る利用者の安全性を考えると不安があると言え

ます。果たして、現在の状況はどうなのか。不安

がある場合、今後どのように維持をしていくのか
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お尋ねいたします。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、１の民間資本

を活用したまちづくりについての御質問にお答

えします。 

  今後の人口減少社会においては、市の歳入が減

少していくことも想定しながら、市民の多種多様

な価値観に対応していく必要があり、行政に求め

られる役割はますます多くなってくると感じて

おります。 

  限られた財源の中で行政サービスを行っていく

ためにも、公共施設の整備については、公共施設

等総合管理計画において、保有総量の適正化を掲

げたところであり、この総量の削減に向けて、建

物の新規建設は原則として行わず、既存施設の建

てかえや大規模改修を行う場合には、統合や規模

縮小などを検討しているところであります。 

  さらに、多額の費用がかかる大規模な改修など

のハード整備については、財政的な裏づけが必要

であり、長期的なスパンではありませんが、中長

期的なものとして２年に一度策定するまちづく

り総合計画実施計画の際に、さまざまな事業の中

から、その必要性や財政見通しなども踏まえて、

全庁的に判断をして各事業を展開しているとこ

ろであります。 

  このように、今後厳しくなっていく財政状況を

考えますと、御質問にもありましたとおり、これ

までどおりの行政サービスを行っていくことは

難しいことも想定され、民間資本を活用していく

ことについては、有効な手段であると認識してい

るところです。 

  御質問にありましたまずＰＰＰにつきましては、

公民連携事業と訳されまして、幅広い行政と民間

の連携を意味しているものであり、例えば指定管

理者制度などもこの中に含まれるものでありま

す。 

  一方、ＰＦＩにつきましては、平成11年に民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律、いわゆるＰＦＩ法が制定され、平

成12年３月に政府よりその基本方針が策定され、

枠組みが設けられた制度であり、官民が連携して

行う公共サービスのうち、具体的な方法を国が定

めたものであります。 

  ＰＦＩを活用した場合、行政にとっては財政支

出の削減、民間にとっては新たな投資機会・事業

機会の創出など、民間の力を生かすという点で有

効な手法であると考えているところであり、本市

においてはこれまで市営住宅の塩井町住宅の建

てかえ事業の際にＰＦＩ制度を活用した整備を

行っております。 

  また、民間技術の活用としましては、現在建て

かえを進めている市庁舎において、デザインビル

ド方式を採用しております。デザインビルド方式

とは、設計と施工を一括発注する方式のことで、

施行者の技術力を設計に反映できることや、生産

計画や調達計画の前倒しによる工期短縮などが

メリットとして挙げられ、コスト縮減方策として

注目されている手法の一つでもあります。 

  今後、限られた財源の中で、一定水準の行政サ

ービスを維持していくためには、民間資本の活用

は非常に重要な手段であると考えております。今

後は、ＰＦＩを初めとした民間資本の活用につき

まして、どのような手法が導入できるか研究して

まいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、体育施設の維持管

理についてお答えいたします。 

  本市で保有している体育施設は20施設あり、こ

のうち最も建設年数が古いのは西部野球場で、昭

和25年建設ですので、ことしで築68年となってお

ります。また、市営体育館と武道館につきまして

も築46年となっているほか、総合公園内の皆川球
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場や市営プールなども建設年数は26年を超えて

おり、平均建築年数は30年以上となっております。 

  このように、平成24年に開設した人工芝サッカ

ーフィールド以外は老朽化が進んでおり、今後の

社会体育や生涯スポーツの振興を図る上でも、施

設の整備は喫緊の課題となっております。 

  なお、本市の保有する体育施設のうち、市営体

育館と武道館につきましては、平成18年に耐震診

断を行っており、施設全体の耐震判定指標を満た

しているとの結果を受けております。 

  さらに、平成29年度には、市営体育館、武道館、

相撲場と八幡原体育館以外の体育施設について、

施設の劣化状況の調査を実施し、緊急に対処しな

ければならないなどの判定を受けた施設につい

ては改修を行っており、安全性等については現時

点では確保できております。 

  本市では、これらの判定結果等をもとに、施設

の安全性を確認しておりますが、経年劣化が進む

ことから、今後とも施設の状況を確認しながら、

営修繕が中心となりますが、適正な施設の管理運

営を行い、安全、安心に利用いただけるよう適正

な維持管理に努めてまいります。 

  なお、今後につきましては、本市の公共施設等

総合管理計画に基づいて、公共施設全体の総量を

減らしていく中で、体育施設の廃止や統合等を含

めた検討を行っていく必要があるものと考えて

います。また、維持する施設については、今後策

定予定の社会教育施設インフラ長寿命化計画に

基づき、適切に機能を発揮できるよう必要な改修

を行ってまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） ありがとうございまし

た。 

  まず、民間資本を活用したまちづくりにおいて

再度質問させていただきます。 

  先ほどＰＰＰ・ＰＦＩの説明をいただきました。

それはそれで私はいいと思うんですが、もう一歩

踏み込んで、まるっきり民間資本というものとい

うか、ＰＦＩは市で全て計画して、市で募集して、

そういった規定に沿って運営していくというよ

うなことで進んでいくものと思うんですが、そう

じゃなくて、ここにこういう施設が欲しいという

ようなものを募集じゃないんですけれども、何か

そういうようなことを行って、ベンチャーのよう

な会社に民間資本を投下してもらうというよう

なこと、そういう意味での民間資本の活用という

意味だったんですけれども、そういうようなこと

から考えたときに、本市においてのそういった事

例というのは存在するのかどうなのか、お知らせ

いただきたいなと思います。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 議員がおっしゃるような

全く民間が単独でというものはちょっと思いつ

かないところでありますが、やはり行政と一緒に

なってある程度行政もかかわりながらというこ

とですと、第三セクターについては行政と民間が

一緒になって出資して会社を設立というような

ところであります。皆様御存じのように、例えば

ＮＣＶ、ケーブルテレビ、ニューメディアですと、

こちらのほうは郵政省のテレトピア構想に基づ

いて市と民間で会社を設立して情報の普及に非

常に寄与していただいていると思いますが、現時

点ではほとんど民間の経営でやっていらっしゃ

るというようなところであります。 

  もう一つは、同じ第三セクターでありますが、

上杉城史苑、こちらはべにばな国体を契機として

会社ができたわけでありますが、これも三セクで

はありますが、これも独自に米沢市の観光に寄与

していただくような経営をやっていただいてい

るというようなところぐらいでして、全く単独で

民間の力のみでというところについては思いつ

かないところでございます。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） もうちょっと詳しく申

し上げますと、町名を言ってしまうと鶴岡市にな
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りますが、つい最近オープンしたばかりのキッズ

ドームとあとそれに合わせたホテルがあります。

この２つは、まるっきり民間の資本で設置された

まちづくりのものだというようなことでありま

す。まるっきり民間というようなことを申し上げ

ましたけれども、若干公的資本は入っているとい

うようなところなんですが、ほぼ全額そういった

民間で資金を調達したというようなことであり

ます。こういうような手法でそういった必要な、

例えば屋内遊戯施設ですね、そういったものを設

置したと。 

  これの利点は、まず資本面で行政側、町に大き

な負担かがかからないで済むというようなとこ

ろがまず大きく挙げられると思いますし、あとプ

ラス、先ほどＰＦＩのところでも説明でおっしゃ

っていましたけれども、新規事業の創出というよ

うなことにも私はなると。ただ創出するだけじゃ

なくて、創出だったら一緒なんですけれども、民

間主体である程度利益というようなものを念頭

に置きながらまちづくりするというような、いわ

ばまちづくりベンチャー的な考え方も利点とし

てはあるんじゃないかなというように思うわけ

でありまして、このまちづくりのそういった民間

資本を利用したまちづくりというのは、そういっ

た利点もあろうかと思いますし、今後の、先ほど

説明のあった市の状況といいますか、資金の状況

を考えますと、こういったものは非常に有効じゃ

ないかなというように思うんですよ。 

  今後、こういったことを私はどんどん考えてい

ったほうがいいと思うのですが、そのような動き

とか、恐らく私が今回初めて言ったことになろう

かと思いますけれども、そういった鶴岡の例もあ

ります。そういったことを考えても取り入れるべ

きと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 民間の資本を活用すると

いう例については、さまざま情報とか国のほうか

らも来るわけでありますが、首都圏を中心とした

都会のほうでは非常に多く見られるというよう

なところでありましたが、このたび聞き取りの中

で鳥海議員のほうからお話がありまして、私も鶴

岡市の例をさまざま調べさせていただきました

が、ドームのほうには若干補助金が本当に一部で

すが入っておりますが、ほとんど民間で立ち上げ

て、民間が資金も自分たちで地元県内からです、

資本を集めてそしてやったというようなところ

で、同じ地方都市でもそのようなことが可能なん

だというところで、私も非常に画期的なものだな

と感じさせていただいております。 

  加えて、資本だけではなくて、民間の新しい発

想というところの企画力とか、そういうところも

得られるというところでは非常に重要な視点だ

なと、すばらしい視点だなと思っております。や

はり具体的に今後事業を進める上で、私どもがこ

ういう民間の活力方法がないかというところを

きちんと頭の中に入れて検討を進めるというこ

とは今後必要になってくるだろうと感じており

ます。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 確かにそうだと思いま

すし、必要なのは、やはりそういうものに参入し

ようというような何かインセンティブが必要に

なってくるんじゃないかなと思うんですね。ただ

の募集とか、そういうのもいいでしょうけれども、

もっと現実的に参画しやすいような何かインセ

ンティブを私は考えなくてはいけないなと思う

のと、やはりまちづくりというような起業家、言

ってみればまちづくりベンチャーですよね。まち

づくりのベンチャービジネス、こういった考え方

が今後必要になってくると。 

  また、こういったものをふやすために、本市で

もぜひ何か、何かといいますか、何かインセンテ

ィブ、計画、いろんな話出てくると思うんですけ

れども、何か取り組んでアクションを起こしてい

ただきたいというように思うのですが、今後そう

いった重要だと考える民間資本の活用、これにつ
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いてのアクションといいますか、今後についての

取り組みというのは、今すぐは出ないかもしれな

いですけれども、どのように進められる考えでし

ょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 民間の方に参入していた

だくということであれば、市のある程度目的に沿

った考え方でというようなことで、当然何らかの

インセンティブ的なものというのは必要だと思

っております。 

  一番わかりやすいのはもちろん補助金というよ

うなところで、若干の市としても支援をさせてい

ただくというところでありますが、そのほかにも

市の土地を活用していただくという方法ももち

ろん一つございます。その中身において、市が適

切な場所に例えば土地を所有していないと、それ

もなかなか前に進みませんし、ケース・バイ・ケ

ースで検討させていただくことになると思いま

すが、もう一つ、民間資本の中で今後考えていか

なくてはならないというものについては、適正規

模・適正配置で当然今後学校の跡地利用、校舎利

用というものが大きな課題になってくると思い

ます。壊してそのまま更地にするのか、それとも

活用できるのかというようなところで、全国的に

はその校舎を民間の方々に活用していただいて、

さまざまな事業活動を行っていただくというよ

うな例もございますので、それが米沢市にそのま

ま当てはまるかどうかはわかりませんが、そうい

うところも今後勉強させていただきたいと思っ

ております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） ぜひ進めていただきた

いなと思うところでありますし、重要なのはやは

り市の基本的なデザインというような構想とい

いますか、そういったものがやはり重要なんじゃ

ないかなと。これをわかりやすい形で皆さんに提

示することがその第一歩になるんじゃないかな

というように思いますので、ぜひこれは今後重要

な部分だと思いますので、進めていっていただき

たいというように思います。 

  次に、スポーツ施設の維持管理についてなんで

すが、先ほど教育長のほうからいろいろ御説明を

いただいた次第なんですけれども、この耐震につ

いては満たしているというようなことだったん

ですが、昨今の避難してくる状況、避難してくる

方とかこういう方を考えたときに、果たしてそう

いった防災面で使用し得る、しやすいというか、

使用できるのかどうなのかと。そういった付随す

る、例えば体育館だったら、コート以外の設備が

どうだとか、そういった部分ではどのようにお考

えなんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 施設、体育館全体として

は、先ほども御答弁させていただいたように平成

18年度に耐震診断を行って、十分基準を満たして

いるというような診断結果をいただいておりま

すので、軀体全体については大丈夫だと思ってお

ります。ただ、今御指摘のあったように、さまざ

まな附帯設備についても老朽化が進んでおりま

すので、そういったような地震の際に使用できな

いというようなことになるおそれもありますが、

現在のところまずは大丈夫だというふうに考え

ております。さまざまな営修繕、これから対応し

ていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 災害時にも利用できる

と、今の状況で利用できるというように捉えてよ

ろしいのか、それとも、いやいや、足りないから

このまま修繕をかけるか、その先を考えていかな

ればいけないのか、どのようにお考えなんでしょ

うか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 申しわけありません。再

度詳しい調査をしてみないと、その辺については

はっきりしたところは申し上げられないのかな

と思っております。実際にそのような事態を想定
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した診断については今後検討させていただきた

いと思っております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） では、それはいつごろ

までにどのようになさるおつもりなんでしょう

か。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 先ほども御答弁させてい

ただいたように、社会教育施設、体育施設も含め

て長寿命化計画を策定していく必要があります

ので、その中で必要な改修については検討させて

いただきたいと思っております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 先ほども御答弁の中で、

施設の統合や廃止も念頭に置いて、インフラの長

寿命化というようなことも言っておられました

けれども、これは新たに計画を立てて行っていく

というようなこと、今のことも含めて計画を立て

てやっていくということなんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 市全体の公共施設の総量

を縮減していくという中で、当然体育施設につい

ても今後の人口動態であったり社会動態を見た

上で、その必要総量を検討していかなければなら

ないと思っております。重複している施設なども

ございますので、そちらについてはやはり統合し

ていく方向も当然視野に入れながら検討してい

かなければならないと思いますし、残していく場

合には、その必要な機能がどのような機能なのか

と、今後維持管理費を抑えて、長期間使用できる

ような形での計画的な改修を行うためには、どの

ような時期にどのような改修を行わなければな

らないのかということをこの長寿命化計画の中

でまとめていきたいと思っておりますので、その

中で体育施設の必要な数量だったり、今後の営修

繕についても検討していきたいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 先ほどの質問で、防災

とかについてどうなのかというような確認させ

ていただきましたけれども、多分その中にも含ま

れていると思うんですが、避難所としてもそれは

含まれるわけですね。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 前回調査をした施設の安

全点検調査、先ほど御答弁をさせていただいた調

査については、避難所としての機能が十分なのか

どうかというような視点での調査ではございま

せんが、その施設全体の老朽化であったり、損傷

だったり、緊急的に修繕が必要なものがどの辺に

あるのかというところの調査でございます。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 市内各所体育施設があ

ったり、またそこが避難所として使えたり、また

公園とか運動場を避難所として使えたりするわ

けなんですが、その中でもやはり避難所として一

番大きな施設が体育館なわけですよ。これは防災

計画の中でも人数は示されておりまして、やはり

人数でも一番多いですよね、避難所としての収容

人数が。そういうところから見ると非常に重要な

私は避難所としての施設だと、ちょっと体育施設

から外れますけれどもね、話は外れますけれども、

やっぱりそういうある側面も担っているという

ようなことも考えられると思うんですよ。ですの

で、これは早急にやはりそういった不安を取り除

かなければ、私はいけないんじゃないかと思うわ

けでありますので、早急に取り組んでいただきた

いなというように思います。 

  あと、また先ほどいろんな公共施設といいます

か体育施設の中で、野球場３カ所挙げさせていた

だきました。この３カ所、それぞれ三者三様的な

状態であります。中でも、西部野球場においては、

非常に地震のあおりもありまして、築六十何年と

いう万年塀が非常に危ないというような状況で

あると。これは、地区の者といたしましても非常

に不安だなというように思うところでもありま
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すし、これも早急に対応してもらわなければいけ

ないなと思うわけなんですけれども、今後この部

分についてはどのようにお考えなんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 大阪の地震のブロック塀

倒壊事故を受けまして、本市でも公共施設の危険

性について点検をさせていただいた結果、この西

部野球場の万年塀については、やはり築年数が非

常にたっているということで、さまざま亀裂だっ

たり損傷があるということで、危険性が疑われる

ということで使用禁止と、立ち入らないようにと

いうような形で今させていただいているところ

であります。 

  今御指摘のように、やはりこの万年塀について

は早急に撤去する必要があるものと考えており

ますので、そちらについて今内部で調整をさせて

いただいているところであります。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 万年塀は、普通の地面

に立っているわけではなくて、土が盛られた上に

立っています。その土の土どめは石垣で組まれて

非常に古いものでありまして、この部分はこのま

まというようなことなんでしょう。石垣が崩れる

とか、そういった危険性は考えられたのでしょう

か。考えられた上でこのまま残してこの状態とい

う塀のない状態にしていくというようなことな

んでしょうかね。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 とりあえず、万年塀につ

いては全て撤去したいと考えております。また、

その周辺の施設について、どの程度まで撤去しな

ければならないかということについては、これか

ら検討させていただきたいと考えております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） その万年塀、その部分

の撤去についても、あそこは小学校の体育の授業

でも使いますね。近隣の保育園、学童の皆さんも

使います。そういうようなところでもありますの

で、安全面に配慮していただければなというよう

に思う次第なんですね。 

  この西部野球場、一例をとらせていただきまし

たけれども、やはり各野球場も非常に問題を抱え

た部分もあるというようにも思いますので、この

野球場についてもほかの施設も先ほどの計画に

しっかりとのせていただいて、早急に対策を立て

ていただきたいと思います。 

  また、先ほど統廃合と、また廃止と、統廃合に

含まれて廃止もあるんですけれども、先ほどその

ことを考えていかなくてはいけないというよう

なことをおっしゃっていましたけれども、これに

ついて具体的に何かお持ちなんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 まだ具体的にどの施設を

廃止してというようなところに至っておりませ

ん。今後、体育関係の皆様であったり、市民の皆

様であったり、さまざまな皆様から御意見をいた

だきながら、その計画はつくっていかなければな

らないと考えております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） 37年度をめどにして、

南西中学というようなことが計画に上げられて

おりますけれども、その辺まで一緒に合わすとい

うようなことなんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 特に、その学校の適正規

模・適正配置とリンクした形でこの体育施設につ

いて計画を立てるというような予定はございま

せんが、市全体の公共施設のあり方について検討

する中で検討していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１３番（鳥海隆太議員） リンクはしていないん

だけれども、やはり重要な部分だと思いますので、

これはぜひそのあたりまで早目に進められたほ

うが私は何かといいんじゃないかなというよう

に思います。 

  その統廃合についても、具体的に調査をしてい
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ただいて、利用者もおられることと思いますので、

その利用者にかかることのないように進めてい

ただきたいなと思うわけなんですよ。ですので、

37年と仮の話というか、もしあり得る話として出

したわけなんですけれども、その前ということで

進めていただきたいなというように要望したい

と思います。 

  先ほども万年塀の話をしましたけれども、市民

の皆さんが利用されているというようなところ

でもありますので、早急に対応していただきたい。

野球場の万年塀に付随するようなバックスクリ

ーンのところもありますので、ここもしっかりと

危険を取り除いていただければというように思

いますし、またこの西部野球場に限らず、皆川球

場もありますし、やはり体育館の先ほど言ったこ

ともありますので、総合的に進めていただきたい

というような要望をいたしまして質問を終わり

たいと思います。 

○島軒純一議長 以上で13番鳥海隆太議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ０時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、消雪道路の歩道除雪をどう進めていくか

外２点、19番太田克典議員。 

  〔１９番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１９番（太田克典議員） 皆さん、こんにちは。 

  市民平和クラブの太田克典です。まずもって、

お忙しいところ傍聴においでくださいました皆

様に心から御礼申し上げます。ありがとうござい

ます。 

  初当選以来14回目の一般質問となりました。当

局の皆さんには、簡潔明瞭な御答弁をよろしくお

願いします。 

  今回は、３項目を取り上げました。 

  まず、１点目として、消雪道路の歩道除雪をど

う進めていくかについて伺います。 

  この問題は、ことし３月の予算特別委員会や９

月の決算特別委員会でも取り上げましたが、間も

なく本格的な冬を迎えるこの機会に、改めて当局

の考えをお聞きするものです。 

  昨年の冬は大変寒く、除雪を担当された市当局

の皆さんも非常に苦労されたことと思います。そ

れでも残念ながら、特に市街地の交差点では除雪

がうまくいかずに、車の通行がスムーズにいかな

いところが出たようです。 

  そんな中、市民の方から次のような声が寄せら

れました。一つは、小学校に通う児童が歩道を歩

けずにやむなく車道を歩いている。危険なので何

とかならないかというもの。もう一つは、観光客

が長靴も履かずに水浸しの道路を歩いている。観

光客を呼び込むのであれば、もっと丁寧に除雪す

べきではないかというものでした。 

  いずれも、地下水をくみ上げて散水する消雪道

路、その歩道の除雪にかかわる問題です。こうし

た消雪道路は、車にとっては通行しやすいものか

もしれませんが、歩行者にとっては必ずしもそう

ではありません。そのことは、実際に歩いたこと

のある人なら誰でも感じてきたことなのではな

いでしょうか。 

  ６月定例会では、主に地下水の利用という観点

から取り上げましたが、今回は除雪そのものにつ

いてお伺いします。改めて伺います。消雪道路の

歩道除雪をどのように進めていくのか。市として

の考えをお示しください。 

  ２点目は、市立病院の今後の経営形態について

伺います。 

  米沢市立病院は、建てかえ場所も現地に決定し、

建設を前提とした測量調査業務委託費がこの12

月定例会に補正予算として上程されました。今後
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は、三友堂病院との連携をいかに行っていくか、

機能分担をどうしていくか。病床数や経営シミュ

レーションなども含めて、年度末を目標に基本計

画を策定して明らかにしていくとの方針がさき

の市政協議会で示されました。 

  一方、今後の市立病院の経営形態については、

昨年４月１日付の地元新聞には、「経営形態は独

法に」とのタイトルで、市立病院と三友堂病院の

連携のあり方検討委員会の第２回会合が前日に

開かれ、病院の急性期医療を集約する新病院の経

営形態について、地方独立行政法人、いわゆる独

法とする方向で一致したとの報道がなされてい

ます。 

  また、平成30年10月改定の米沢市立病院新病院

建設構想計画（案）には、「市立病院の経営形態

については、経営の健全化や経営基盤の強化を図

るため地方独立行政法人への移行を進めていき

ます」と記載されています。 

  そこで伺います。 

  （１）地方独立行政法人になることによって、

何がどう変わるのか。 

  （２）なぜ、地方独立行政法人を目指すのか。 

  （３）市民にとってのメリット・デメリットは

何か。 

  （４）職員にとってのメリット・デメリットは

何か。 

  それぞれ具体的な中身をお答えください。 

  ３点目は、本市の公共施設の長寿命化計画につ

いて伺います。 

  ９月定例会の際に開催される決算特別委員会で

は、前年度の決算について審議を行いますが、決

算書とともに議会に提示される主要施策の成果

報告書に、昨年度から今後の課題及び改善策等の

欄が設けられ、当局の考えが示されるようになり

ました。当局の皆さんには、ひと手間作業が追加

されたことになりますけれども、このことによっ

て、これまで以上に審議が深まっていると感じて

います。 

  その主要施策の成果報告書の中で目につくのが、

施設の老朽化や長寿命化という言葉です。例えば、

上郷や窪田の児童センター、市立保育所、アクテ

ィー米沢、斎場、青果物地方卸売市場などにそう

した記載があります。一方で、橋や公園について

は、既に橋梁長寿命化修繕計画や都市公園施設長

寿命化計画などが策定されているとの記載もあ

ります。 

  そこで伺います。本市における長寿命化計画の

策定状況と今後の進め方はどうなるか、お示しい

ただきたいと思います。 

  次に、公共施設等総合管理計画との関係につい

て伺います。 

  平成29年３月に策定された米沢市公共施設等総

合管理計画では、本市が所有する公共施設の将来

のあり方が示されています。具体的には、公共施

設等の大規模改修・更新に係る将来の費用負担総

額の見通しを算定した上で、保有総量の削減目標

が掲げられています。 

  しかしながら、一つ一つの施設については、改

修や更新時期、その費用などについて具体的に触

れられてはいません。その点については、これま

で私を含め複数の議員が一般質問でも取り上げ、

その必要性について当局の考えをただしてきま

した。 

  そこで、主要施策の成果報告書でたびたび取り

上げられている各施設の長寿命化計画と公共施

設等総合管理計画との関係はどのように考えた

らよいのか、改めてお聞きします。当局の考えを

お示しください。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の消雪道路の歩

道除雪をどう進めていくかについてお答えいた

します。 

  初めに、議員が御指摘の消雪道路における歩道

の状況につきまして、散水消雪道路の路線が多い
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県担当部局（置賜総合支庁道路計画課）にお聞き

したところ、散水消雪区間の歩道部においては、

降雪状況や堆雪状況を確認しながら機械除雪を

実施している状況であります。 

  しかし、降雪がおさまった後の路線歩道除雪に

余裕が生じたときに、消雪道路の歩道除雪作業を

実施する状況となるため、タイムラグが生じ、歩

行者に御迷惑をおかけする場合があったと思っ

ております。 

  このような事案を減らすためにも、道路パトロ

ールを重視し、小まめにパトロールを実施してい

きたいとの返答をいただいたところであります。 

  市といたしましても、消雪道路の歩道路線につ

きましては、市街地における歩行者通行の重要路

線となっておりますので、冬期間においても歩道

を通行できるように手当てしていくことは、歩行

者の安全を守るためにも重要であると思ってお

ります。 

  市においても、除雪路線のパトロールを随時行

っており、国道や県道も通行する場合もあります

ので、議員の御指摘のような、歩道に堆雪し通行

困難な状況を発見した際には、その情報を道路管

理者に連絡していくようにしておりますが、今後

も引き続き国や県などの道路管理者と連絡を密

にしながら、的確な情報をスピーディーに伝えら

れるよう努めてまいりたいと考えております。 

  また、市が管理する消雪道路も３路線あり、そ

のうち歩道を備えている区間は合わせて約300メ

ートルありますが、降雪状況を鑑みながら一層の

状況把握に努め、対応に当たってまいりたいと思

っております。 

  そして、小学校の通学路に関しましては、道路

管理者や交通管理者、学校関係者による冬季通学

路点検もありますので、御指摘を踏まえ、現場点

検に反映してまいりたいと思っております。 

  散水による消雪道路につきましては、一気に降

雪があった場合など、処理能力にも限界があると

ころです。常に歩道に堆雪しないようにしていく

ためには、歩道に隣接する方々による共助や御理

解も必要となってまいりますので、今後とも機会

を捉えて御協力をお願いしてまいりたいと思い

ます。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、市立病院の

地方独立行政法人化に関連した質問にお答えい

たします。 

  まず、地方独立行政法人になることによって何

がどう変わるのかとの質問にお答えいたします。 

  本年８月の全員協議会で市立病院と三友堂病院

の現在地への建てかえが正式に決定し、平成35年

の開院に向け基本計画の策定を進めております。

さらに、新病院の開院にあわせて、現在の地方公

営企業法全部適用から地方独立行政法人への組

織体制の移行も目指しております。 

  地方独立行政法人とは、公共上の見地から確実

に実施が必要な事務・事業で、民間の主体に任せ

ては確実な実施が確保できないおそれがあるも

のを効率的、効果的に実施するために、地方公共

団体が出資して設立する法人であり、議会の議決

や都道府県知事の認可を受けて設立されるもの

であります。 

  地方独立行政法人の特徴の一つとして、目標に

よる管理と評価の仕組みが挙げられます。これは、

目標から計画づくり、そして評価、業務運営への

反映という流れを義務づけしたもので、具体的に

は、米沢市が法人の達成すべき業務目標である中

期目標を定め、法人はその目標を達成するための

中期計画を作成します。これらはいずれも公表が

義務づけられており、認可等に当たっては議会の

議決が必要となります。また、法人は、各年度の

年度計画を策定し、市に届け出するとともに公表

もいたします。 

  事業実績については、第三者機関である評価委

員会の評価を受けることになります。その結果に
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ついては、公表はもちろん議会にも報告されます。

評価委員会は、医療経験者や公認会計士などの専

門性の高い委員による構成を予定しており、これ

まで以上に事業の効率化や透明性の確保、医療の

質やサービスの向上等が求められることになり

ます。 

  なお、法人は長期借入金や債券発行は行えない

ので、市の一般会計を挟んだ形での借り入れや償

還の流れになりますが、地方交付税の考え方や一

般会計からの拠出金の考え方については、地方公

営企業会計と同様ですので、これまでどおり繰り

出しが継続になるものと理解しております。 

  続きまして、地方独立行政法人を目指す理由に

ついてですが、端的に申し上げれば、急速に高齢

化が進展する中、市民の皆さんや患者さんのニー

ズに柔軟に対応した医療サービスの提供及び社

会情勢の変化や医療保険制度の改革に柔軟にか

つ迅速に対応できる運営体制を目指すためと言

えます。 

  しかし、法人化しなければできない具体的な業

務例を現時点で挙げることは困難であります。な

ぜならば、診療報酬は２年ごとに改定され、医療

の現場では日々即時に対応しなければよりよい

サービスが提供できない事例が現実に多数発生

しており、それを事前に予測して対応することは

不可能であるからです。 

  時間的に余裕を持って対応できることは影響あ

りませんが、急な特定職種の募集や新規の診療報

酬の設定など、議会への報告や議決、市との手続

を経なければならないものについては、未確定の

時点では周知すらできず、民間等の病院に比べ、

月単位のおくれが生じてしまいます。 

  市立病院は、市の一機関である一方、企業とし

ての病院という枠組みの中で運営を行わなけれ

ばならず、わずかな違いの積み重ねが経営状況に

も影響するものであり、地方独立行政法人である

ほうが柔軟で迅速かつ適切に対応できるもので

あると考えております。 

  次に、市民にとってのメリットやデメリットは

何かという質問ですが、地方独立行政法人化に当

たっては、市が100％出資して運営するものであ

り、また市や議会への届け出、報告、議決、公表

などを引き続き一体的に推進していくものであ

り、市立病院という位置づけや市民に対する公の

役割を担うという意味合いについては、今までと

何ら変わりないものと考えております。 

  つまり、本来市が行うべき役割や採算がとれな

くても実施すべき医療に対する経費は、市が運営

費負担金という形で財政的な支援も行われるた

め、診療機能は維持されるものと考えております。 

  それゆえ、利益優先による不採算医療の安易な

切り捨てなどが起こらないよう努めるとともに、

24時間365日の救急医療体制の整備や高度医療等

にも積極的に取り組み、市民の皆さんが必要に応

じて適切な医療を受けながら、住みなれた地域で

生活できるよう一層努めてまいりますので、この

点が市民にとってのメリットと言えると思いま

す。 

  なお、法人の廃止等については、市内部の決定、

議会の議決、知事の認可が必要であり、法人の独

断で廃止されることはありません。 

  また、医療費のほとんどは国が定める診療報酬

によって決められているため、法人化となっても

患者さんの費用負担は基本的には変わらないと

考えております。 

  以上のようなことを踏まえ、市民にとってのデ

メリットというものは現時点では特段想定して

はおりません。 

  最後に、職員にとってのメリット・デメリット

は何かとの質問に関して、まずは職員の身分につ

いてですが、法人は現在の病院事業を引き続き行

うための移行型地方独立行政法人であり、職員に

異動や派遣等の辞令がない限り、自動的に法人の

職員（非公務員）となります。法人の職員になっ

たからといって、急に身分が不安定になったりす

るものではなく、労働基準法等で雇用条件は守ら
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れます。 

  また、福利厚生についても、退職手当算定の在

任期間は引き継がれ、地方公務員等共済組合法と

地方公務員災害補償法は同じように適用される

ことから、職員の身分には実質的な変わりはない

ものではないかと考えております。 

  職員に対するデメリットといいますか、新たな

負担として、労務管理や中期計画等の策定業務、

人事や会計のシステム変更に伴う業務等での事

務量の一時的な増加が考えられます。 

  その一方で、業務状況に応じた柔軟な給与体系

の構築等により、職員の経営改善に応じた給与へ

の反映という形が導入されれば、職員のモチベー

ションや経営意識の高まりも期待できるもので

はないかと考えております。 

  よって、地方独立行政法人化によって、一層の

経営の健全化や経営基盤の強化が図られるもの

と考えております。 

  最後に、今後とも職員はもとより市民の皆さん

に対し、建てかえに関する情報を含め、協議の進

捗状況に応じた必要な情報提供を行い、職員初め

市民の皆さんの御理解と御協力のもと、事業の推

進を図っていきたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、公共施設の長

寿命化計画についての御質問にお答えします。 

  各施設などの長寿命化計画に関しましては、公

共施設等総合管理計画において、個別施設計画と

位置づけており、現在の状況としましては、建物

系施設では市営住宅、インフラ系施設では公園と

橋梁、下水道の４つの計画が策定済みとなってお

ります。 

  このような中、本年４月に総務省から公共施設

等総合管理計画と個別施設計画の今後の取り組

み方針を定めた「公共施設等の適正管理の更なる

推進について」という通知が出され、地方公共団

体における公共施設等総合管理計画や個別施設

計画の策定に当たっての具体的な考え方が示さ

れました。 

  この通知の主な内容としましては、各部署にお

いて策定が求められている個別施設計画につい

て、進捗管理を徹底していくこと。そして、個別

施設計画を策定するに当たって、それぞれの施設

について維持管理、更新などに係る中長期的な経

費と長寿命化対策などによる効果額を示すこと

が挙げられます。 

  この通知を受けた今後の予定としましては、平

成32年度までに個別施設計画の策定を進め、平成

33年度に予定している公共施設等総合管理計画

の見直しの際に反映していきたいと考えており

ます。 

  続いて、これまでに策定されている長寿命化計

画と今後改めて策定する個別施設計画との関係

についてお答えします。 

  長寿命化計画に記載しなければならない項目に

つきましては、平成25年11月に国のインフラ老朽

化対策の推進に関する関係省庁連絡会議が策定

しましたインフラ長寿命化基本計画において基

本的な事項である、対象施設、計画期間、優先順

位の考え方、個別施設の状態等、対策内容と実施

時期、対策費用の６項目が定められているところ

であり、既に策定済みの計画には基本的な項目が

記載されております。 

  また、次年度から策定を進めていく個別施設計

画につきましては、公共施設等総合管理計画に定

めるそれぞれの施設の基本方針に基づいて策定

する予定であり、掲載する内容についても、学校

などのように所管する省庁から策定マニュアル

が示されているものについてはマニュアルに沿

って策定することになりますが、そのようなマニ

ュアルのない施設につきましても、庁内で統一的

な方針を作成して、施設所管課において策定を進

めていくことで、国が定める記載事項について漏
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れのない計画を目指す予定であります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） まずは御答弁ありがと

うございます。 

  順番に沿って質問させていただきたいと思いま

す。 

  まず、産業部長にお伺いしますが、先ほど壇上

から、観光客がびしょびしょのその道路を歩いて

いるということで市民から連絡があったお話を

させていただきました。道の駅についてはかなり

来客数がふえておって、喜ばしい限りだと思いま

すけれども、道の駅に来た人が町なかを車では回

遊することになるかと思いますが、それとは別に、

これまで町なか回遊、歩いて回遊ということを観

光サイドでは力を入れてきたかと思います。この

観点というのは、今後変わる可能性はありますか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 町なかを歩いていただいて、

地元の人との交流を行っていただいたり、お店に

寄ってお買い物していただくことが観光の魅力

の一つだと捉えておりますので、これからも町な

か回遊については進めていきたいと考えており

ます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） ２月には雪灯篭まつり

も開催される予定ですし、今後ともその冬期間も

含めて観光客の町なか回遊というものは重要だ

と、市としてもそのことについて力を入れていく

ということでよろしいですか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 そのように力を入れてまいり

たいと思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） そうした場合に、今回

のその冬道の歩道ですね。なかなか歩きづらいと、

観光客の方が苦労されていると、そのことに対し

てどのような感想をお持ちですか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 実際に、観光案内所のほうに

雪道等の悪路についての苦情といいますか、御意

見は頂戴しております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） ありがとうございます。 

  教育委員会のほうにお伺いしますが、先ほど壇

上から児童生徒の冬道の通学路について、歩道に

雪がたまってなかなか歩けない状況になってい

るんだという市民の方からの連絡があったとい

うお話をさせていただきましたが、各学校、教育

委員会でこういった状況が出ているということ

は把握されていますか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 冬道の登下校については、

大変注意を払っているところでありますけれど

も、その都度学校から教育委員会のほうに報告、

相談があります。昨年度につきましては、おおむ

ね十数件の連絡があったところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） そういう報告、各学校

から教育委員会のほうに連絡があると。連絡を受

けた教育委員会では、その連絡を受けてどうされ

るんですか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 まず、道路管理者のほう

に連絡します。一番多いのは、土木課に連絡しま

して対応していただいているところであります。

迅速にできる場合については、下校時までに完了

しているという例もありました。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） ちなみにお伺いします

が、その通学路、県道になっているのか、市道に

なっているのか、そういった把握はされています

かね。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 把握しております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 
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○１９番（太田克典議員） 先ほど、今回取り上げ

る問題、ほとんどが県道の消雪道路の歩道という

ことで取り上げさせていただきましたが、その場

合に、各学校から連絡を受けた教育委員会が連絡

をするところ、県道であっても市の土木課という

ことになりますか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 置賜総合支庁へ直接依頼

することもあります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） わかりました。 

  観光客の件、それから児童生徒の件、述べさせ

ていただきましたが、先月11日に実施をしました

議会報告会、これ産業建設常任委員会でもワーク

ショップを行ったわけですけれども、そのワーク

ショップに参加された方、ワークショップの課題

として米沢のこんなところが問題だということ

を挙げてもらったわけですが、その中では、歩け

る町、町歩きと言っていながら冬期間の歩道除雪

がなっていないというふうなことをワークショ

ップで挙げられた方がいらっしゃいました。これ、

率直に言ってどういうふうに感じられるか、建設

部長にお伺いしてよろしいですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 やはり、冬期間の通行という

ことに当たりましては、雪の降り方とか気温によ

ってかなり状況も変わってきております。一方で、

状況を見ながら私も見てまいりますと、歩きづら

いところもあるというような御指摘の点も、昨年

度のシーズンも比較してみますと、多々あったな

と思っているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 多くの方が恐らく、車

道は別にしても、車道でも去年の冬なんかは事例

を挙げましたけれども、歩道の除雪というのはワ

ークショップでの発言もあったように、なかなか

うまくいかないところがあるんでないかなとい

うふうな考えを持っておられる方が多いんでな

いかなと思います。しかも、消雪道路の歩道につ

いては、そういった点、これまで申し上げた点が

いろいろあると。 

  きのうも質疑の中で出ていましたけれども、こ

の５月に策定された米沢市雪対策総合計画、これ

については、通学路の「安全確保」「安全パトロ

ール体制の確立」というふうな文言が記載されて

おります。私これを見て思うのは、通学路の安全

確保、安全パトロール体制の確立、通学路だけな

のかというところで疑問に思うわけですけれど

も、歩道そのもの、歩道全体について問題がある

んではないかなと思いますけれども、いかがです

か。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 歩道というようなところは歩

車道分離を行って、歩行者の安全を確保する路線

となっております。特にというような形で通学路

とはなっておりますけれども、歩道となればやは

り通行者の安全確保はやっていかなければなら

ないと思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 先ほど答弁の中では、

散水消雪道路のほとんどの部分は県管理である

と。市管理であるところは300メートルほどだと

いうお話でした。県のほうが直接管理をしていく

というところがほとんどなわけですけれども、市

として、先ほど教育委員会からは県に直接対応を

求めるような連絡も行くんだというお話があり

ました。ほとんどは恐らく市民の方から通報・連

絡等が来るのは市の土木課でないかなと思いま

す。それに対して、県との連携、とっていただく

ということになるかと思いますけれども、これを

どう強化していくのか、そのあたりどのようにお

考えですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 国、県などの道路管理者との

会議はシーズン初めに持っておりまして、またシ

ーズン中において事案が発生した場合にも小ま
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めに連絡をとるようにしております。そういった

事案に対してスピーディーに心がけてなおやる

ように努めてまいりますし、目立つような場所に

ついては視点を持ちながら対応してまいりたい

と思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 先ほど、道路パトロー

ルの話が出ました。これは、人的な部分も含めて

道路パトロールを充実させていくためには、いろ

いろと大変なところも出てくるかと思いますが、

今後歩道の部分についても今まで以上に道路パ

トロールを実施して、ふぐあいなところがあれば

即座に対応していくと。そのため人的配置も含め

ての話なのかどうかわかりませんが、パトロール

を充実させていくんだという考えでよろしいで

しょうか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 パトロールの特段の強化とい

うふうなところは、県も市も難しいところになっ

ておりますけれども、降雪状況を鑑みながら小ま

めにパトロール、そして視点を持ちながらやって

いきたいと思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 市民の方が気づかれて

連絡をするという前に、できればパトロールの段

階で早く気づいて対処を素早くしていただきた

いと。それが大変いいことかなと、そういうとこ

ろに力を入れていっていただきたいと思います。 

  やっぱり、健康長寿日本一ということもうたっ

ていますし、それから免許証の返納事業も取り組

んでいるわけで、これからその車優先から歩行者

優先へ、歩行者の安全・安心、そういったものを

市としても確保していくということが大変重要

になってくるんじゃないかなと思います。 

  最後にですけれども、冬期間生活する上でいろ

んな課題があるわけで、そういった課題を市民と

ともに話し合う場、そういう機会、この道路の除

雪、歩道除雪といったものも含めて、そういう機

会、そういう場を設けてはどうかと思いますが、

その辺はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 先ほど御質問にもありま

した雪対策総合計画の折にはアンケートを行い、

そして外部の方々も入って御意見をいただく会

をつくりました。もちろん適宜この計画について

も見直しをしますので、その折にはそのような作

業もしたいと思います。まずは、各課題ごとに各

担当、所管課でさまざま市民の方の御意見をいた

だくような機会をつくって、それにできるだけ早

く対応させていただくということで進めさせて

いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 市民と市当局とのその

対話の場というのは、非常にその全てにわたって

私大事だと思うんですよ。なので、ぜひともそこ

は考えて実施、実行していただきたいと思います。 

  ２番目の市立病院関係の質問に移りますが、ま

ず冒頭確認させていただきますけれども、市立病

院の地方独立行政法人化、これは決定ですか。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 これは決定事項です。

検討するという意味での決定事項です。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 聞き取りの際は、病院

総務課長が聞き取りされたわけですけれども、決

定事項ですかということに対しては、そうではな

いというふうな回答というか、そういう話を出さ

れています。ですが、基本構想の中ではこういっ

た方向性は示されているわけで、もしこれがそう

でないということになれば、いつ決定されて、い

つ独法に移るのか、その時期的なものというもの

はどうなりますかね。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 基本構想の中では一

つの指針ということでお示しさせていただきま

した。ただ、私どものほうでこうだと決めてすぐ
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切りかわるものではございません。当然、手続の

面でも時間がかかりますが、何よりも働いている

職員の合意が必要かと思っております。残念なが

らまだ詳しい説明、表面だけで、しておりません

ので、今の段階でいつごろというのはちょっと感

触も含めてまだお答えできない状況でございま

す。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） わかりました。これか

らさらに検討していくというふうなことでよろ

しいですか。はい。 

  県内で地方独立行政法人になった病院というの

が実はありまして、日本海総合病院が県と市がそ

れぞれ病院を持っておったものが統合になった

ということです。聞くところによりますと、そち

らのほうに訪問されて、いろいろアドバイス等も

受けられたやにお聞きしていますが、どのような

ことを参考にされる項目があったかどうか。もし、

この場でお話しできるようなことがありました

ら教えていただけますか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 県内で日本海総合病

院が地方独立行政法人化したわけですが、私ども

でまず一番興味を持ったのは、旧市立酒田病院と

県立の日本海病院の機能分担、結果的には日本海

総合病院のほうが急性期に特化し、酒田病院のほ

うは回復期ということで、まさに私どものほうで

今目指している市立病院が急性期、三友堂病院が

回復期というものに合致したものでございまし

た。正直言って、地方独立行政法人だから視察と

いうよりは、むしろその機能分化という面で視察

させていただいたところでございます。両機能を

分担することによって経営状況が改善したとい

うことで、詳しくは今この場では申し上げられま

せんが、そういった指標が大いに今後参考になる

ものと思っておる次第でございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 実は、私も先月27日で

したけれども、日本海総合病院にお邪魔をしまし

て、職員の方からお話をお聞きしてきました。経

営側の方ではありませんで、職員側の方というこ

とですけれども、何点か注目するようなお話をい

ただきました。 

  今、経営状況についてのお話がありましたが、

私がお聞きした限りでは、赤字病院の解消のため

の独法化とよく言われますけれども、日本海総合

病院の経営状況は厳しいものがあるんだよと。山

形県や酒田市からの運営費交付金、あるいは事務

職員の派遣、そういったもので成り立っていると。

成り立っているというか、それがウエートが大き

いというようなお話でした。この点についてはい

かがですかね。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 全国的に地方独立行

政法人化した病院は経営状況がよろしいという

のは確認していますが、法人化したからよくなっ

たのかというのが実は非常に曖昧なところがあ

ります。結果的に黒字だというところはあるんで

すが、その手法についてはそれぞれ病院ごとの事

情がございますから、当然我々の病院に特化した

もので検討する必要があろうかと思います。 

  あと、人の面でございますけれども、それはま

ず医師の確保というのを最重要に考えておりま

す。その医師の確保についても、これも参考にし

ていいかどうかなんですが、日本海総合病院さん

のほうでは四十数名の増員、115名から157名とい

うことで四十数名のドクターの増員がございま

した。そのほか医療スタッフについても増員を図

っております。それは非常に機能的なやり方、機

能的というかスピーディーに対応したというふ

うに伺っております。そういったことを参考にし

ながら、当病院のほうでも医療スタッフの充実に

努めていきたいと思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 全国の独法に移行した

病院全てで経営が改善しているわけではない。そ
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れは統計等、ホームページで公表になっているも

のを見ればわかります。 

  答弁を聞いていて一番疑問に思うのは、一つは

医業収益の面、独法化すれば医業収益が改善する

のかということ。それから、医師の確保、独法化

すれば医師の確保がスムーズにいくのか。市政協

議会では50人の医師確保を目指したいというふ

うな答弁があったかと思います。これ独法化すれ

ば、この２つが改善されるというふうに考えてよ

ろしいんですか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 むしろ、機能分化す

ることにより、当市立病院が急性期病院に特化す

ると、いわゆるそういう環境のもとでドクターが

来ていただけるものと。当然医療機器の充実なん

かもありますけれども、機能分担が大きなものか

と思っております。 

  独法化のほうは、医師の確保等々というよりも、

経営改善というようなもので視点を置いている

ところでございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 医業収益に関しては、

診療報酬の改定がかかわってくると思います。日

病を訪問させていただいたときにお話をお聞き

しますと、国でも急性期が多過ぎるというふうな

判断のもと、７対１看護から10対１看護にシフト

しつつある、平成30年度の診療報酬改定、これを

見ると。そういうふうなことも言われておったよ

うです。そのあたりもありまして、必ずしも独法

化すれば医業収益が上がる、それから医師確保が

できるというものではないのではないかと私は

思います。 

  デメリットの面、先ほど市民にとってのデメリ

ットはないというお話がありました。果たしてそ

うなのかなと。議会との関係ということで申し上

げますと、この決算特別委員会では、米沢市立病

院については５年連続の赤字で、２年連続の債務

超過ということがありました。それに対していろ

んな議員から質疑が出ました。予算特別委員会に

ついても、病院の予算について審議がありまして、

さまざまな市民からの要望、そういったものを議

員を通じて病院当局のほうにお伝えすると、改善

を求める、そういったことが議会でもできている

わけです。 

  先ほどお伺いしますと、議会との関係、報告、

設立に当たっては議決、それから中期計画につい

ても議決なのかもしれませんけれども、毎年毎年

のその状況ですね。今現在では予算、決算それぞ

れの時期、それぞれの委員会でさまざまな市民意

見を伝えて改善を求めるということができてい

るわけです。その点については、果たして独法に

なればできるのかどうか、私は甚だ疑問だと思い

ます。その点はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今までの病院経営と

いうのはある程度病院に任せられているところ

がありまして、実は市役所本体のほうの指示とい

うのは余りない状況でございました。ただ、これ

独法化しますと、３年ないし５年の中期目標、大

体は３年なんですが、それは本庁のほうで作成す

ることになります。いわゆる将来の米沢市の医療

のあり方について、これは議決要件でもございま

して、そういったものを前提に私ども病院のほう

では中期計画というものを策定します。これも議

会のほうに諮ります。ただ、毎年の事業成果、こ

れについては市当局への私どものほうは報告と

いう形になります。市当局のほうで議会のほうに

説明するという形になって、ワンクッション置く

ことになります。 

  ただ、どういうやり方がいいのか、制度的には

そういうやり方なんですが、内容によっては病院

から直接話を聞きたいということで要請がある

ことも我々のほうでは想定しておりますが、原則

としては毎年病院のほうから直接議会に報告と

いうのではなく、市当局からのワンクッションが

あるということで理解しているところでござい
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ます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 日病の方は、そのあた

りもちょっと心配されておりまして、独法化する

ということは市や議会から離れることであって、

部門ごとの民営化、あるいは切り売りという表現

をされておったかどうかですけれども、そういっ

たことが懸念されるんではないかというふうな

御指摘もあったようです。そのことは申し上げて

おきたいと思います。 

  それから、職員にとってのデメリットですけれ

ども、地域医療の確保と公立病院改革の推進に関

する調査研究会、こういったものが国にありまし

て、第５回研究会資料というものが公表になって

います。その中で、見直しに当たっての主な課題

の一つに、職員の方ですね、「公務員身分を失う

ことに伴い、都市部や近隣の他の病院への転職等

による退職者増加の懸念がある」というふうに項

目が上がっています。この件に対してどういうふ

うに考えますか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 公務員である云々と

いうよりも、まず私は身分の保障というのが大事

だと思っております。先ほど事業管理者が申し上

げましたが、共済組合、年金関係については引き

続き現制度を引き継ぐという形になっておりま

す。また、身分保障、これについてもしっかり守

りたいと思っております。これも事業管理者のほ

うで申し上げましたが、労働法規等に十分守られ

たものと理解しておりますし、組合交渉等も今後

とも引き続き行いますし、そういった面で今のや

り方と大きく変わるものというのはないと思っ

ております。もし仮に、公務員でなくなるから都

市部のほうに職員が行ってしまうというのであ

れば、それは非常に残念なことであるとは思いま

すが、それがないよう十分話し合いと、あと職場

環境の改善について一緒に考えさせていただき

たいと思います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） ぜひとも職員一緒にな

って団結して、一致した考えでもって当たってい

ただきたいと思いますが、先ほど事務局長からも

説明云々についてのお話がありました。昨年12月

定例会で島貫宏幸議員が質問しております。「職

員の皆さんはどのように今捉えているというか、

おおむね賛成というふうな立場をとられている

のかどうなのか、その点について確認させてくだ

さい」との質問に対して、渡辺市立病院事務局長

は、「改めて独法化について賛成か反対か、また

は何か具体的な不安があるかという直接のお話

はまだ伺っておりませんので、今後そこは確認し

たいと思います」と。これは１年前の話ですよ。

確認されていますか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今、三友堂病院との

医療連携のあり方について相当時間を使わせて

いただいております。いわゆるどういう病院にな

っていくかという話し合いを今まさにしている

ところでございます。そこら辺の整理がつかない

ままに独法化だけを先行して話し合うというの

は、私は本末転倒かと思っております。先ほど申

し上げたとおり、まずは機能分化による役割分担、

これを明確にすると。あと経営の改善のために独

法化を目指すのであって、独法化のために機能分

担をするのではないということは御理解いただ

きたいと思います。 

  ただ、今後、当然議員の御指摘のとおり、職員

は不安に思っていると思います。ホームページ等

で大まかな情報は流させていただいております

が、いわゆる質問、回答という形式での場はまだ

設けておりませんので、今後機能分担がまとまり

次第、その独法化といいますか、今後の身分につ

いて経営面も含めてですけれども、話し合いの場、

遅くとも平成35年度の開院にはいずれかの姿に

なりますので、それに間に合うような形で今後４

年間なり対応させていただきたいと思います。 
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○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 話が逆じゃないですか

ね。職員の皆さんも公務員じゃなくなるかもしれ

ないと聞いたらどうなりますか。将来の生活設計

そのものが変わってくる可能性があるんじゃな

いですか。そういう不安に陥りませんか。それを

不安に思って当たり前じゃないですか。何でそれ

を早く丁寧な説明をして払拭して、じゃあみんな

で一緒になって頑張っていこうねと、そういうこ

とに何でならないんですか。非常に疑問だし、そ

ういうやり方でいいのかなと、私はちょっとおか

しいんじゃないかなと思います。 

  デメリット、先ほどの研究会資料でもデメリッ

トとして住民説明、組織内の合意形成、利害関係

者との調整に多くの時間や労力を要すると、これ

がデメリットだというふうにまとまって報告書

が上がっています。でも、当局は、そういう時間、

調整すらしていない。なので、デメリットとして

も考えられない、そういうことなのではないかな

というふうにも思ってしまいますので、ぜひ住民

の方はもちろん、組織の内部ですので、職員の方

とも十分意見交換をして、そして病院一丸となっ

て新しい体制に臨んでいっていただきたいと、強

く最後に申し上げておきたいと思います。よろし

いでしょうか。いかがですか。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 なかなか公立病院とい

うのは経営が厳しいと。28年度のそういう経営状

況につきましては６割が赤字経営ということで

ありまして、特に400床未満の公的病院というの

は経営がすごく赤字が多くなっているという厳

しい状況があります。 

  職員の皆さん、本当に頑張っていただいており

ますので、当然ながらみんなで一緒にやっていく

わけでありますが、少なくとも経営の改善という

のはしていかなければ、それはもう全体の職員の

皆様まで含めて大変な状況になる。とにかく経営

をよくして赤字の解消をすると。そして、ともに

いい形での市民に対するサービスをしていくと

いうことになりますので、そういう意味で職員の

皆さんに地方独立行政法人のことをお勧めをし

て改善を図っていきたいと。 

  既に、国立病院はそうなっておりますし、米沢

市内でも国立病院機構の米沢病院が既に独立行

政法人になっておりますので、身近にもそういう

病院がありますので、そういう方々の御意見も聞

いていただきながら、また知っていただきながら、

私どももまた日本海総合病院の状況というもの

を注目しておりますので、そこでは医師だけでな

くて職員がふえてきているということでありま

すので、そういうことも含めて頑張っていきたい

と思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 日本海総合病院の体制

が変わったときに、職員が一丸となったポイント、

これは事前の十分な説明と協議だというふうに

おっしゃっているというふうなお話もお聞きし

ていますので、ぜひそこはよい例として取り上げ

て取り組んでいただきたいと再度強く申し上げ

ておきたいと思います。まだまだ検討の余地があ

るというふうに私自身は思います。 

  それから、最後、長寿命化ですけれども、これ

から各施設について長寿命化計画を立てていく

んだということだと思います。午前中の質疑でも、

学校施設の長寿命化、あるいは体育施設、そうい

ったものについて述べられました。それから、先

ほどの答弁では、市営住宅、そういったものも公

共施設等総合管理計画ができたことを受けて改

めてつくり直していくということもお聞きして

います。 

  長寿命化計画、国の要請で個別施設計画に該当

するものというふうになっているかと思います

が、長寿命化というのは、やっぱり一つはあくま

でも対症療法だろうと思います。２日のＮＨＫの

ニュースでもやっていましたが、例えば橋につい

ては、修繕した場所の再劣化、そういったものが
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報道されておりました。長寿命化はあくまでも対

症療法。それから長寿命化計画、もちろんつくっ

て終わりではない。これをいかに実施していくか

ということが大事であると思います。これから、

いろんな米沢市が保有している施設について、そ

れぞれ長寿命化計画が策定されていくと思いま

すが、そういったもの、技術的な面もあるかと思

いますが、それとは別に費用や財源の面からいか

に実施していくかということについて検討する

場、そういうことが必要になってくるのではない

かなと思います。そういう意識はおありでしょう

か、どうですか。端的にお願いします。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 庁内検討委員会、昨年も

11回ほどしておりますので、その場を使ってきち

んと横の調整も図ってまいります。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） 特に、これからはどの

施設をどのようにいつ修繕、改築、廃止、統合し

ていくのかと、それが個別個別に求められるとい

うことですので、それを専門的に管理する部署が

私は必要でないかなと思います。この考えを最後

お聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 営繕の専門部署の設置につき

ましては、以前、中村議員からも御意見をいただ

いておりますし、議会からも御提言をいただいた

ところでございます。 

  公共施設の管理につきましては、人口減少、そ

れから財政の見通し、さらにはコンパクトなまち

づくりなどを含めまして、長期的な視点を持って

対応していくことが重要でございます。ただ、当

面につきましては、先ほどから申し上げていると

おり、施設ごとの個別施設計画の策定を進めるこ

とを主眼としておりまして、その計画ができ上が

れば全施設の長期的な更新費用、それから全体の

状況が把握できますので、それらがわかり次第、

状況をつかみながら全庁的に情報を共有しまし

て、公共施設等総合管理計画の推進部署、それか

ら公共施設の営繕部署につきまして検討する考

えでございます。 

○島軒純一議長 以上で19番太田克典議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの設置について外２

点、24番小島一議員。 

  〔２４番小島 一議員登壇〕（拍手） 

○２４番（小島 一議員） 皆さん、こんにちは。

明誠会の小島一です。 

  まずもって、お忙しい中、また、きょうは少し

気温上がりましたけれども、12月ということで、

お寒い中傍聴にお越しいただきました皆様に御

礼を申し上げます。ありがとうございます。 

  12月となりまして、どことなく雪のにおいを感

じる日々が続いてきております。雪のあんまり降

らない地域の私の友人とか知人とかにこの雪の

においの話をすると、どんなにおいだと、そんな

ものにおいなんてするわけねえべと、ばかにされ

たり笑われたりした経験があるわけですけれど

も、雪国に住み暮らす我々にとっては、間違いな

く雪のにおいというものは感じられるところで

あります。皆様も実際に感じられていることと思

います。 

  間もなく降雪期を迎えるわけでありますけれど

も、さきの議会だよりの後書きにも書かせていた

だきましたが、花開く春に期待し、雪解け水によ

ってもたらされる豊かな農作物の生育や四季が

はっきりしているからこそ養われる粘り強い、が
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ってしない子供たちの成長に必要な雪だという、

そのような要素だと前向きに捉えられるような

市民意識が醸成されていくように願うところで

あります。 

  ここで一つ御紹介をさせていただきますが、先

日、中心市街地におきまして、残念ながらお店を

やめられたり、シャッターが閉まったままになっ

ているお店がふえてきたと、町なかが暗くなって

きた、そんな市民の人たち、学生の声など、何と

かあそこを明るくしたいというふうな声が形に

なり、イルミネーションを設置して夜の中心市街

地に一部ではありますけれども明かりがともり

ました。市民がこのまちを思う気持ちと、そして

その気持ちを具体的に形にした非常にいい事例

なのではないかなと感じております。期間は１月

末までをおおよその期間というふうなところで

定めているようでありますので、ぜひこれからの

忘年会シーズン、議員の皆様方も当局の皆様方も

中心市街地に行かれた際はふと足をとめて、その

温かな光に心をほっこりとさせていただければ

なと思うところでございます。 

  済みません、質問の前段が長くなってしまいま

したが、早速質問に入ります。私の質問は３点に

なります。 

  １点目は、公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの設置について

です。 

  皆さん御存じのように、スマートフォンやタブ

レット端末の急速な普及を背景に、インターネッ

トの利用は今やほとんどがモバイル端末に移行

しています。モバイル端末のメリットは、持ち運

びが安易で、いつでもどこでもインターネットに

つなげられる点にあります。 

  2020東京オリンピック・パラリンピックを契機

とした外国人の来訪に対する手段として、総務省

もＩＣＴ利活用の促進を図ることを目的に事業

スキームを作成し、各自治体の設置に対して補助

をしています。ここで改めて、本市のＷｉ－Ｆｉ

の現在の設置状況についてお知らせください。ま

た、今後の設置に対する計画や検討内容について

あわせてお知らせください。 

  ２点目は、米澤上杉城下町マラソンについてで

あります。 

  さきの10月14日に３年ぶりに市街地を走るコー

スとなり、実施されました。過去２年間は、東北

中央自動車道の開通前ということもあり、高速道

路を使用してのマラソン大会などが開催されま

した。 

  以前、私の一般質問において、城下町マラソン

の今後について質問をした際は、この高速道路を

利用した２年間を利用して今後のあり方を検討

するとしていました。検討した結果として今回の

大会の開催となったものと理解するところであ

りますが、次につなげるためにも、このたびの大

会開催の検証についてお伺いいたします。 

  以前の城下町マラソンは、交通規制に対する苦

情が多く寄せられた経緯がございますが、このた

びの開催に対する苦情等はどうだったのかお伺

いいたします。また、そこに対する今後の検討課

題としていることについてもあわせてお答えく

ださい。 

  山形県内では、多くの自治体でマラソン大会を

実施しています。自治体の事業として開催するマ

ラソン大会を評価する際、単純に参加人数だけで

はかるものではないということは十分理解して

おりますが、一方で、交流人口やにぎわいという

側面から見れば、参加人数は大切な要素です。こ

のたびの大会の申し込み人数、参加者数について、

当局の見解をお伺いいたします。 

  自治体の事業は、必ず明確な目的、目標があり

ます。誰のために何のために実施するのか、その

目的を達成するために事業を実施します。このた

びの大会開催の目的、目標に対する成果はどのよ

うになっているのかお伺いいたします。また、そ

の結果を検証し、反省を踏まえた今後の方向性は

どのように考えているのかお伺いいたします。 

  次に、大項目３番目、新規就農者の増大に向け



- 103 - 

てについてお伺いいたします。 

  本市の農業振興計画において、新規就農者の目

標数は平成36年度まで１年間で10名を目標数と

して記載されています。振興計画に記載されてい

る人数に対し、本市の新規就農者の現状はどのよ

うになっているでしょうか、改めてお伺いいたし

ます。また、新規就農者に対する事業とその成果

についてもあわせてお知らせください。 

  農林水産省によれば、平成26年度以降、国内の

新規就農者は毎年２万人を超えているそうであ

ります。その背景には、新規就農者に対する各種

補助や助成の充実によるところも要因としてあ

るのではないかということでした。しかしながら、

現場で働く農業従事者や学生などに話を聞くと、

期待をしている反面、不安も多くある旨の話を聞

いております。新規就農者をふやしていくために

は、就農に向かう若者の声を聞き、検証すること

が重要だと考えるわけでありますが、当局として

どのように捉えていらっしゃるかお知らせくだ

さい。 

  農水省では、人工知能やＩｏＴを導入した、い

わゆるスマート農業を推進しています。本県でも、

山形大学においてドローンを活用し、圃場のばら

つきマップを作成し、適切な量の肥料を無人ヘリ

で自動散布するシステムを国内や県内企業と共

同研究している事例などもあります。 

  ＩＣＴ化のメリットは、農業における暗黙知、

いわゆる物を言葉にしなくても自分の経験や感

覚から知っているというものをノウハウの見え

る化、知財化することが大きな要素だと思います。

本市の農業のこれからを考えれば、ＩＣＴ化に対

しても研究、検討をしていくべきだと考えるとこ

ろでありますが、当局の現在の取り組み、検討状

況などをお知らせください。 

  質問項目は以上になりますが、先日、市内中学

校において、中学校出前市議会をするためにお伺

いをした際に、中学生を相手に将来都会に出たい

と思っている人という質問をさせていただきま

した。ある程度はいるだろうなというふうに覚悟

をした上での質問に対し、何と過半数の生徒が手

を挙げました。都会に対する憧れもあるでしょう

けれども、改めて今の子供たちのこの米沢からの

流出という現実を目の当たりにし、そしてその現

実を突きつけられたように感じます。子供たちに

誇りある米沢を残すためにも、当局の皆様方には

前向きな答弁を期待し、壇上からの質問といたし

ます。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、１番の公衆無線Ｗ

ｉ－Ｆｉの設置についてと、３番の新規就農者の

増大に向けてをお答えいたします。 

  初めに、１番の公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの設置につ

いてですが、議員がお述べのとおり、近年インタ

ーネットの発達やＳＮＳの普及により、手軽にネ

ット環境につながるスマートフォンやタブレッ

トなどは、日常生活だけでなく旅行などのレジャ

ーにおいても欠かせないアイテムとなっており

ます。訪日外国人観光客におきましても同様で、

ほとんどの方がスマートフォン等を利用し、旅行

先の情報収集を行っております。 

  最近の訪日外国人観光客の方は、空港などで入

手可能なプリペイド式のＳＩＭカードやレンタ

ルモバイルＷｉ－Ｆｉルーターの利用もふえて

いるようですが、さらに無料公衆無線Ｗｉ－Ｆｉ

も整備が進むことで、相互補完する途切れない通

信環境が整うものと考えます。 

  このため、本市を訪れた観光客が無料で利用で

きる通信環境を整備することは、本市への満足度

を高めることにもつながることから、平成26年度、

平成27年度には国の補助事業を活用しまして、２

カ年間無料公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの設置拡大に取

り組んだところです。 

  現在、本市における無料公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの

設置状況ですが、フリースポット協議会へ登録さ

れているものと補助事業で設置していただいた
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件数を合わせまして60カ所となっております。こ

のほか、登録されていない電気通信事業者や携帯

キャリア、小売店舗、商業施設など独自で設置さ

れているところもあることから、市内全体におい

ては数多く設置されていることと考えられます。 

  このように、多様な形で設置されている無料公

衆無線Ｗｉ－Ｆｉでありますが、一つのアクセス

ポイントから受信できる範囲が半径約20メート

ルとエリアが狭いことから、市全域におけるカバ

ーエリアが十分でないこと、またＷｉ－Ｆｉエリ

アごとに利用開始の手続が必要なものがあるな

どの課題があることから、より快適に利用してい

ただくためには、設置施設をふやしエリアを拡大

することと、接続手続の簡素化や一元化などを進

める必要があります。 

  現在、そういった課題を解決する施策の一つと

して、山形県、県内の大学、通信会社などの民間

企業で組織している山形県デジタルコンテンツ

協議会では、東北Ｗｉ－Ｆｉと連携した「Ｆｒｅ

ｅ Ｗｉ－Ｆｉ ＹＡＭＡＧＡＴＡ」のサービス

を展開しております。これは、最初に一度だけ登

録すれば、登録されたＷｉ－Ｆｉスポットに入る

とパスワードを入力しなくても自動でつながる

サービスになります。また、このサービス利用可

能場所拡大のため、他の東北観光推進機構や仙台

市が提供しているＷｉ－Ｆｉとの連動も今後予

定しており、訪日外国人旅行者を含むＷｉ－Ｆｉ

デバイスを利用する全ての方の利便性の向上を

目指しております。なお、本市では、道の駅米沢

がこの「Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ ＹＡＭＡＧＡＴ

Ａ」に参加している状況です。 

  次に、３の新規就農者の増大に向けてお答えい

たします。 

  初めに、本市の新規就農者の現状とその人数に

ついてですが、新規参入者、Ｕターン就農者、農

業法人への就業者の合計が、平成26年度６人、平

成27年度５人、平成28年度５人、平成29年度10人、

本年度が24人となっております。近年の傾向とし

て、農業法人の経営規模拡大に伴いまして、雇用

による新規就農者数は増加となっているところ

です。 

  次に、新規就農者を増加するためにどのような

事業を行っているか、またその成果についてです

が、国の制度に農業次世代人材投資事業があり、

就農までの準備段階において、県立農林大学校や

先進農業法人などで就農に向けた必要な技術を

習得するため研修を受ける場合、原則として45歳

未満で就農する方に対し年間150万円が最長２年

間交付されます。なお、本市でこの事業を活用さ

れた方は直近の５年間で４名となっております。 

  また、次のステップとして、実際に就農した後

は、経営開始型支援として人・農地プランに位置

づけられ、原則として45歳未満で独立・自営就農

する認定新規就農者に対し年間最大150万円が最

長５年間交付されます。なお、本市でこの事業を

活用された新規就農者は直近の５年間で10名と

なっております。 

  本市独自の支援事業としましては、米沢市未来

を拓く農業支援事業があり、農業後継者や認定新

規就農者についても対象としており、みずから主

体となって行う作物の栽培や新たな栽培方法の

導入・新商品開発事業などに対し、補助対象事業

費の２分の１以内、上限を100万円とした支援事

業を行っております。この事業を活用された新規

就農者は直近の５年間で７名となっております。 

  この農業次世代人材投資事業の経営開始型支援

の交付と本市の未来を拓く農業支援事業を活用

され地域で頑張っている新規就農者２組の事例

を御紹介しますと、夫婦で営農されている事例で

すが、収穫した野菜を入れるギフト用段ボールと

それにプリントするロゴマークを制作し、差別化

を図り販売した結果、反響が大きく、一目でその

夫婦のつくった野菜と認識され、売上額が増加し

ました。その後、経営面積は本年度までの５年間

で約３倍までに拡大され、現在は冬期間出荷でき

る寒中野菜の生産にも取り組んでおられます。 
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  また、Ｉターンにより本市で営農されている方

ですが、贈答用の乾燥そばを開発し、当初より個

人ブランドを立ち上げ販売しております。インタ

ーネット販売も手がけ、その後も顧客のニーズに

応じた品ぞろえを増加させ、ＳＮＳ等でも情報を

発信し、さらに売り上げを増加させました。その

結果、経営面積は本年度までの５年間で約８倍ま

で拡大されました。 

  新規就農は、生産技術の習得や販売先の確保な

ど、御本人の努力が不可欠ですが、少しでも早く

経営が軌道に乗るよう、今後も新規就農を目指す

方に対しては、国、県、市の事業により支援に努

めていきたいと考えております。 

  次に、若者の新規就農に対する不安な側面を払

拭すれば、就農がしやすくなるのではないかとい

うことでお答えいたします。 

  新規に就農を予定されている方が期待している

こととしては、日々自然と触れ合える楽しさや自

分の食べ物を自分でつくる喜びが大きいとお聞

きしております。その反面、課題や不安に思って

いることについては、耕作地の確保、初期の設備

投資費用、また販売先の確保などによる安定した

収入の確保とお聞きしております。 

  それらの課題や不安に感じていることに対して、

県では公益財団法人やまがた農業支援センター

を設置して、新規就農を志す方に対し、動機づけ

支援、就農準備支援、就農初期支援、窓口相談な

どの支援を行っております。その中の就農準備支

援として農業短期体験プログラムがあり、同セン

ターがあっせんした受け入れ農家にて、８日間に

限り無料で農業体験を受けることができます。９

日目以降は自己負担が1,000円で15日間まで体験

が可能となっております。 

  また、置賜総合支庁では、今年度より農業の担

い手を育成することを目的に、置賜地域で活躍す

る若手農業者をアグリティーチャーとして中学

校へ派遣し、農業の魅力ややりがいなどを伝える

事業を始めました。本市においても、若手農業者

２組３名が委嘱を受け、本市の中学生225名に農

業の魅力などを伝え、農業を職業として考える機

会をつくっていただいたところです。 

  本市としましても、新規就農者となっていただ

く場合、営農計画書を提出いただきますが、その

際に販売先の見通しや収益は確保可能なのかな

どについて御本人の相談に乗り、県やＪＡの担当

者と連携して適正な営農計画が立てられるよう

支援しているところです。また、就農後も安定し

た農業経営を続けていくためには、引き続き営農

指導が必要でありますので、指導体制を整え、そ

の情報を新規就農を目指す方へ広く発信してい

くことが本市としての課題であると捉えており

ますので、体制を整え、少しでも不安の払拭につ

ながるよう努めていきたいと思っております。 

  なお、就農に当たってや就農後の支援について、

実際にどのようなことを望んでおられるかを把

握するためにも、新規就農者や若手後継者のネッ

トワークをつくり情報交換をしていきたいと考

えているところです。 

  次に、山形大学農学部で研究しているビッグデ

ータやＡＩを活用した取り組みを本市でも活用

しようとしているのかについてお答えいたしま

す。 

  これからの農業は、農業従事者の減少を補う機

能として、ＩｏＴと言われるインターネット経由

でセンサーと通信機能を持った省力化機械など

を利用したスマート農業への取り組みが必要に

なると思われます。山形大学農学部の2018年研究

シーズ集でも、ドローンを用いた畑作物の生育診

断に関する研究内容や、一年中野菜を供給できる

システムとしてＬＥＤを使ったサラダ菜栽培の

研究内容などが掲載されているところです。 

  また、農業分野におけるビッグデータは多種多

様で、近年の異常気象のきめ細やかな予測を行う

ための気象データや地理情報、篤農家が長い年月

をかけて会得した農業技術、そして、光・熱・音

などのセンシング情報などさまざまなものがあ
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ります。それらのデータを利活用できるＡＩ、い

わゆる人工知能を搭載した農業用機械の開発も

行っているところですので、本市としましてもそ

れらの情報をいち早く収集し、先導的に取り組み

を行っている地区には視察を行うなどして、今後

の本市の農業にどう活用できるかを研究してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、米澤上杉城下町マ

ラソンについてお答えいたします。 

  初めに、市街地マラソンを再開しての検証につ

いてでありますが、本市では平成27年度に初めて

の市街地マラソンを実施いたしました。その結果、

市街地と幹線道路をコースに設定したことでさ

まざまなふぐあいが発生したほか、財政負担等の

課題が出たところであります。 

  今回、市街地にコースを戻すに当たっては、こ

うした課題を解決し、魅力ある大会として多くの

方に参加していただけるとともに、多くの市民に

も応援していただける環境づくりが重要である

と考え、コースの設定や交通規制のあり方等を検

討してまいりました。 

  その結果、参加者やボランティアの方々からは

おおむね好評であったほか、コース設定や交通規

制に係る意見や苦情もほとんどなく、事故などに

ついてもありませんでしたので、成功裏に大会を

実施することができたと感じております。 

  昨年まで２年間行いました東北中央自動車道の

開通を記念した自動車道を活用したマラソン大

会は、参加者数が28年度はウオーキングと合わせ

て986人、29年度は市民からの要望のあったサイ

クリングを同時に開催した結果、1,223人であり

ましたが、今年度参加者はエントリー人数が768

人でしたので、参加者数は減少いたしましたが、

市外からも多くの参加者があり、交流人口の拡大

につながったものと認識しておりまして、大会全

体としては所期の目的をおおむね達成できたの

ではないかと捉えております。 

  次に、今年度のコースの交通規制の状況と次回

への課題についてでありますが、コースの設定や

交通規制につきましては、さきにも述べましたが、

平成27年度の市街地マラソンで出されました課

題を十分に精査するとともに、関係機関との協議

を進めてまいりました。 

  特に、交通規制に係るコース沿線の市民への周

知と当日のコース沿線を利用する車両への誘導

や整理について、細心の注意を払いながら運営の

準備を進めてまいりました。 

  参加いただいたボランティア約490人のうち、約

220人をコースの誘導や整理に配置し運営をした

ところ、交通規制に係る問い合わせ、苦情は、大

会本部に１件、米沢警察署に１件の合わせて２件

のみでありました。 

  次回の大会におきましても、今年度と同じコー

スにすることで市民の皆様の理解度も高まり、よ

り一層円滑な運営になるものと考えております。 

  次に、参加数についてお答えいたします。 

  今年度の参加者数は1,100人の募集人数に対し

て、エントリー者が729人で、当日の参加者は680

人でした。 

  募集人数にエントリー者数が満たなかった理由

としては、コース設定に係る時間を要したことか

ら、募集期間を十分に確保できなかったことやマ

ラソンのＰＲ期間が少なかったことと考えてお

り、次回については、いずれの課題についても改

善をするとともに、募集人数を拡大しながら、よ

り多くの参加者が得られるよう努めてまいりた

いと考えております。 

  ただいまエントリー人数申し上げましたけれど

も、先ほど申し上げた人数とちょっと異なってお

ります。自席で確認をさせていただきます。 

  次に、成果についてお答えいたします。 

  今大会のエントリー者の729人のうち、米沢在住

の方は404人で、米沢市以外の方は325人となって
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おります。さらに、山形県外の方は152人となっ

ております。詳細な調査や検証は行っておりませ

んが、宿泊や飲食等で市内の経済波及効果は一定

程度あったものと考えております。 

  また、今大会の参加者には、抽せんではありま

したが、市内の観光施設で使用できる割引券の発

行等を行ったほか、大会会場内で地元事業者や生

産者による販売ブースなどを配置して参加者に

利用いただいておりますので、こうした取り組み

でも経済効果はあったものと考えております。 

  次に、今後のコースや開催時期をどうするのか

についてお答えいたします。 

  今大会において、参加者からさまざまな御意見

や御指摘をいただいており、精査や検証をしてい

るところですが、先ほども述べましたとおり、設

定したコースや交通規制、会場のおもてなしブー

スについては大きな問題はなく、参加者や市民か

らはおおむね好評であったものと考えておりま

す。 

  一方で、ことしは募集期間が短く、主に県外の

方々へのＰＲが不足していたとの御意見もいた

だいており、次回の大会に当たってはこうした御

意見を反映してまいりたいと考えております。 

  また、この４年間で、市街地から高速道路へと

コースが変わり、また市街地に戻すこととなった

ほか、開催時期につきましても高速道路の開通時

期などとの兼ね合いで固定することができませ

んでした。こうしたことが多くの全国各地のラン

ナーなどに参加していただくための障害になっ

ていた面も否めないものと捉えております。した

がいまして、今後数年間はコースや大会時期を今

大会と同様として、多くのランナーに認知してい

ただき、年間の予定に組み入れていただくなど、

参加しやすい環境を構築してまいりたいと考え

ております。 

  私からは以上です。 

  729人でございました。失礼いたしました。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。 

  では、順を追って再質問をさせていただきたい

と思いますが、まず最初、公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの

設置についてというところで、私もちょっと調べ

不足というか、東北のところで一元的に管理でき

るようにＷｉ－Ｆｉのフリースポットの整備と

いうところに対して検討というか、これから道の

駅はそれが入ったということですけれども、それ

以外についても今後設置されるように検討をし

ているというふうな部長の答弁があったかと思

います。 

  その点について改めて質問したいんですけれど

も、これというのは現在既に設置されているＷｉ

－Ｆｉの機器というものとの整合性、いわゆる新

たに機器の設置をもちろんしなくてはいけない

んだと思うんですけれども、その辺どういうふう

になりますか。要は、今現状として既にほかのキ

ャリアだったりとか、その東北のやつでやってい

るフリースポットではないような機器を設置し

ている事業所であったりとか商店であったりと

か、さまざまな場所があると思うんですよ。そう

いったところも同じような設定画面に持ってい

けるのかどうか、その辺の整合性がとれるかどう

かについてはどのようになっていますか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 今回、県のほうでＦｒｅｅ 

Ｗｉ－Ｆｉ ＹＡＭＡＧＡＴＡ加速化計画とい

うものを検討しておりまして、その中で考えてお

りますのは、共有化するアプリの活用ということ

で伺っておりますので、アプリをダウンロードす

ることで可能ではないかということでは考えて

おりますけれども、その辺ちょっと確認させてい

ただきたいと思います。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 

  今回、この質問をするに至った経緯というわけ
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ではないんですけれども、やはりさまざまなＷｉ

－Ｆｉのスポットというか、メーカーというか、

わかりやすく言えば、そういうふうなものがあっ

て、観光客の方々もその行く先々でいろんなログ

インのパスワードであったりとか、さまざまなも

のをやっぱり入力しないとそのフリースポット

というか、フリーのＷｉ－Ｆｉが使えないという

状況にもなっておりますし、市内に住んでいらっ

しゃる方々も、逆に言えば、拾っても結局Ｗｉ－

Ｆｉの無料の状態にならない、ただＷｉ－Ｆｉの

スポットを探し出すためのスマートフォンの設

定をしているがために、一々それを切らなくては

いけないような非常にもったいないような状況

であったりとか、面倒くさかったりという状況も

多々ありまして、その辺のところがどうにかなら

ないかというところを市民の方から声をいただ

いたもんですから、今回この点についてはどうな

のかなというふうに思いまして質問させていた

だいたところであります。 

  市内においては、ＮＣＶさんがかなり「Ａｉｒ

－ＮＣＶ」ということでかなり大きな範囲を市内

においては網羅されているように思いますけれ

ども、例えばですけれども、本市の中においては、

情報端末のこれからの市民サービスの一環とし

て、そういったところとタイアップをしていって、

市内を一元的に、例えばフリーＷｉ－Ｆｉを一つ

の媒体として捉えた中で範囲を広げていくとか、

サービスを提供していくというふうなところに

ついて検討されているような事象はないでしょ

うか。もしくは、今後検討する余地があるかどう

かお答えください。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 現在、そのような市内一元的

にということでは取り組んでおりませんけれど

も、やはり県のほうでも補助制度などがございま

して、フリーＷｉ－Ｆｉの機器の導入等につきま

しては補助制度があるということを御紹介しな

がら、少しでも多くのスポットができるように誘

導していきたいなと思っております。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） その際にですけれども、

今回の聞き取りの際も、いわゆるその一元的に管

理する部署がどこかというところが正直ちょっ

とわかりませんで、今回聞き取りの際は観光課の

課長に来ていただいて話を聞かせていただきま

した。いわゆる観光地と言われる、市内の60カ所

というのは恐らくその観光地が該当している箇

所数だと思いますけれども、そのほかにも民間の

ほうでも先ほど部長からもあったように相当数

あるだろうというところ、まず把握ができていな

いという現状においても、担当部局が明確になっ

ていないところがあるんではないかなと思いま

す。その辺のところ、今後県のほうでやっている

ようなものも進めていくというふうになってき

たときに、担当部局ということはどうなっていく

のか、観光課がそのまま持っていくんでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 観光に関してという部分では、

観光課が主体となって取り組むべきだと思いま

すし、また商店への導入も行っておりますので、

そういった部分では本当に商工課のほうもかか

わっている部分がございます。そういう意味では、

産業部の中でしっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 庁舎内でもいろんな部

局があって、それぞれが似たようなところをやり

ながらも、その仕事の線引きをせざるを得なくて、

あっちやこっちやという状況にならないように

してほしいなと思いましたが、今産業部のほうで

一元的にやっていくということで部長から御答

弁いただきましたので、ぜひそのようなことで進

めていただきたいと思いますし、さらに言うなら

ば、11月２日にブランド戦略がスタートしてきて、

武発参事がいらっしゃいますけれども、フリーの

Ｗｉ－Ｆｉのスポットに入ると、最初のログイン
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画面のところに情報提供のトップページみたい

なものを設定できるように思います。米沢市内の

観光のスポットに入ると、今現状でいけば観光ナ

ビがログイン画面に反映されて、それを観光客の

方ないしは市内の方々が見た中で、フリーのＷｉ

－Ｆｉスポットに入っていかれるというふうに

なると思います。ブランド戦略をこれからもっと

もっとやはり推し進めていくためには、情報の新

鮮さというものももちろんありながらですけれ

ども、求められて引っ張られるというよりは、む

しろ一方では、こちらから強制的にという言葉は

ちょっと語弊がありますけれども、何かしらのや

っぱり情報を刷り込んでいくというか、そういっ

た動きも必要だと思います。 

  先ほど、産業部長からは、産業部のほうでとい

うことで話がありましたけれども、例えばこうい

ったものをブランド戦略のほうの今後の広報Ｐ

Ｒみたいなところでしっかりと取り組んでいく

ということをすることによって、市民との相互の

情報交換の一つのツールとして生かしていった

り、もしくはブランド戦略の現状をまさにそのフ

レッシュな情報を市内外の方々に届けていくと

いうことにもつなげていけるんじゃないかなと

私なんかは考えるわけですけれども、そういった

ところに関しては、武発参事、どのようにお考え

でしょうか。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

○武発一郎地方創生参事 ブランドの情報を市民に

広く知らせていくためには、さまざまなターゲッ

ト、特性の異なる媒体で知らせていくことが重要

になります。 

  今回、私どもがスタートにおいてやっているこ

とは、ブランドブック、それから新聞、ポスター、

広報よねざわという、それぞれ読んでいらっしゃ

る方が違うであろうそういう媒体で、ブランドの

考え方ですとかそういうのを知らせていますが、

中心的な媒体としてはブランドウエブサイト、専

用のものを制作しました。これは、どこからでも

そのブランドに関する考え方ですとか、あるいは

ブランドムービーを見られたりしますし、ＴＥＡ

Ｍ ＮＥＸＴ ＹＯＮＥＺＡＷＡに参加していた

だいた団体がそこに何か新しい発信をする場合

には、そこから見られるように、それがパソコン

でもモバイルでも見られるようになっています。 

  これを中心的な媒体として使いながら、やはり

双方向でやりとりが活性化していくことが大事

だと思っていますので、実際にＴＥＡＭ ＮＥＸ

Ｔ ＹＯＮＥＺＡＷＡに参加していただいた方

の御意見を伺いながら、もっとこういうことがで

きないか。例えば今おっしゃったようなモバイル

を持って歩いていると、登録者のそばに来たとき

にぱっと発信できるようなことができないかと

いったことが出てくれば、それはこれからの応用

の課題としてさまざま考えていきたいと思って

います。 

  そのウエブとかだけにとどまらず、今発表して

から大体１カ月ですけれども、10団体300人くら

いの方にもいろいろ説明して回っていますので、

その中で出てきた意見も参考にして、それを戦略

会議でも共有しながら、より市民の方に理解して

いただいて参加していただけるものを目指した

いと思います。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 

  私も、当初よりそのブランド戦略に関しても非

常に期待をして注視をしてきておりますので、よ

り成果が上がるような体制を今後も市民の方々

と協働で市民力を最大限発揮してもらえるよう

な体制をつくってもらいたいと思いますし、その

ための一つのツール、媒体としてＷｉ－Ｆｉの設

置というものが今後市内により使いやすい形で

広がっていけるように、産業部というよりも、恐

らく何らかの形では庁内一丸となってというと

ころになってくるかと思いますけれども、そうい

った体制で臨んでいただければなと思います。 
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  続きまして、２番目の米澤上杉城下町マラソン

について、先ほど教育長からさまざま参加人数

等々の御答弁をいただきましたけれども、完走と

いうか参加された方、もしくはボランティアとし

て携わっていただいた方々にもおおむね好評で

あったというふうな御答弁をいただきましたけ

れども、私が実際あの場にいて、そしてその後も

参加された方やボランティアに参加された方々

の声を聞くと、好評とはなかなかやっぱり言い切

れないような、確かに細々とした部分はあろうか

と思います。総じて言えば好評だったというふう

になるのかもしれませんけれども、そういったと

ころはやっぱり一つ一つしっかりと潰していっ

て、よりよい大会につなげていかなくてはいけな

いんだろうなと、私自身もいわゆる陸上競技協会

というところの一員として参加をしましたので、

そういった観点からもぜひこれからも相互で情

報交換をしながら進めていきたいなと感じたと

ころであります。 

  先ほど教育長からの答弁では、今後具体的な年

数は示されないまでも、ある程度固定をしたコー

ス、そして固定した時期で開催をすべきだという

御答弁がありましたけれども、10月14日、当日、

市長も教育長も実際ランナーとして参加をして

いただいたわけですけれども、当日の朝はかなり

冷え込みました。実際、県外から来られた方に話

を聞くと、非常に寒いと、これから走るのは非常

に不安だというふうな声も何人かからお聞きを

することができました。改めてお伺いしますけれ

ども、やっぱりこの10月の第２週という開催時期、

これを例えば６月ごろに持っていくような、そう

いった検討というものはできないものか、改めて

お伺いいたします。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 先ほども答弁させていた

だきましたが、まずやはりこの米澤上杉城下町マ

ラソンがこの10月の時期に開催するということ

をやはり多くのランナーの方に認知していただ

いて、参加者をまずふやしていきたいと考えてお

ります。 

  この10月の今回開催した時期につきましては、

県内でもほとんどほかの大会がないと。前後には

ありますが、この日重複していたのは１つの大会

だけだったというところもありますので、まずは

この時期が一番よかったのかなと思っておりま

す。今御提案のありました６月の時期につきまし

ても、県内でもさまざまな大会が行われていると

ころもありますので、そういったような大会とダ

ブることで、参加者がまたふえないというような

心配もありますので、まずはこの時期に固定をし

ていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） やはり、走られる方々

からすれば、実際せっかく行くんだからなんです

よ、大会に参加するのは。せっかく行くんだから

のインセンティブというか、メリットといいます

か、その部分をどこに持つかなんだと思うんです。 

  正直申し上げて、実際に走られる方々というの

は、健康志向もある程度あって、どちらかといえ

ば牛肉よりもフルーツというふうなところがや

っぱり多いんですよ、正直、実際。しようがない

です、これは。実際走られる方々はそうなります。

実際肉を食べないわけではないですよ。ただその

大会に冠を打って、どの地域の何に行くかという

ところにいくと、やっぱり県内でいけば東根のサ

クランボであったりとか、天童のラ・フランスで

あったりとかというふうなものを冠していると

ころのほうがどうしても魅力を感じる。これはし

ようがないです。 

  だからこそ、米沢でも各種さまざまなフルーツ

があるこの地域において、例えば６月の少し穏や

かな気候、梅雨の時期とかぶるというところはも

ちろんあるかもしれませんけれども、その辺の寒

さに対する不安がない時期というものも実際で

きるかどうか、その辺は検討すべきなんではない

かなと。そうしなくてはいけないということでは
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ございませんけれども、10月ともしくは別の月、

季節を変えたところで開催をするとどういうふ

うになるのかというところの検討はしっかりと

していくべきではないかなと。今後その開催時期

並びにコースを数年間固定していくことによっ

て、継続していくことによってよりよい大会を生

んでいくということを念頭に置くのであれば、そ

こら辺はまさに改めて市街地に戻したこの時期

に検討することによって、今後にしっかり生きて

くるのではないかなと私自身は考えますし、その

ように考えていらっしゃる方も多いと思います。

ぜひその辺のところの検討をお願いしたいと思

います。 

  あと、さらにもう一点申し上げれば、先ほど教

育長の壇上からの御答弁でありましたように、や

っぱり募集の時期ですね、期間。これは県内の他

自治体でやっている大会と比べても非常に短い

です。実例を少し申し上げますと、東根であれば

６月２日に大会をすることに対して、募集開始が

２月１日から３月31日、天童は11月４日に大会を

実際開催するに当たって、６月１日から８月31日、

いずれも約２カ月から２カ月半ぐらいの募集時

期、一方米沢は１カ月半弱。 

  確かにコース設定やさまざまな警察関係との折

衝であったりとか、ボランティアスタッフの件と

かさまざまなものを積み上げなければいけなか

ったという背景はあるにせよ、３年前の答弁で、

２年間を準備期間に充てて、この今回の大会に向

けて準備をしてきて今回の大会を開催したとい

うことなんであれば、もっとまだまだ前もってで

きたんじゃないのというふうに私自身は思うわ

けです。何をしていたんですか、２年間と。２年

間かけて検討するという答弁をしていながら、結

局時間がなくてそのくらいの募集期間しかとれ

ませんでしたでは、それはちょっと言いわけにし

かなっていないなと私自身は思います。 

  今後、さまざまな部分をこれからも検証して、

検討していくんだと思いますので、そこら辺のと

ころも踏まえて、しっかりやっぱり先進事例なん

かもごらんになってきているはずですから、そこ

ら辺のところ最大限配慮をしていただいて、来年

また開催するに当たり、非常にすばらしい大会に

成長してきたなと感じ取れるような大会の運営

を心がけていただきたいと思いますし、やはり教

育委員会のほうでも主体で入っていますから、学

校、小学生、中学生の参加、市内のね、参加とい

うところにもしっかりと何かしらのやっぱりア

クションを持って、健康長寿日本一を目指す本市

にとって、一つのキーワードとなる米澤上杉城下

町マラソンであってほしいなというところを願

うところでございます。ぜひ、今後よりよい大会

に向けて努力をしていってほしいなということ

を強く要望しておきます。 

  次に、大項目３番目の新規就農者の増大に向け

てというところ、率直に産業部長にお伺いいたし

ます。 

  先ほど、過去５年間の新規就農者の人数をお知

らせいただきましたが、農林課といいますか、産

業部といいますか、この人数というものをどのよ

うに捉えていらっしゃいますか。多いとか少ない

とか、まだまだこれからだとか何かあると思いま

すけれども、端的で結構です、教えてください。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 頑張っている数字だというふ

うには思っておりますけれども、まだまだ頑張っ

ていかなければならないと思っております。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 私も、努力が足りない

ということを言うつもりは毛頭ございません。言

ってしまえば、これまでの経過を踏まえれば、ま

さに新規就農というところに軸足をしっかりと

置いて、そして直近の人数は24人ということで、

雇用形態の新規就農者ということではあります

けれども、これだけの人数が農業に従事するとい

う結果をまずは生んだというところは一つ成果

としてあるんではないかなと捉えています。 
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  が、現実的なところを考えたときに、本市で農

業に従事されている方々は、今さら私から言うま

でもなく高齢化が進んで、さらには後継ぎがいな

い。もしくは逆に言えば、今農業に従事されてい

る方々が自分の息子、娘には農業をさせない、つ

らいから、大変だからというふうなことで自分の

代で終わりだとおっしゃっている方々もいるの

が現実です。そういった方々のところの農地、果

樹、そういった肉牛肥育等々も含めて、その辺の

ところを今後どうしていくかというところを明

確なやっぱりビジョンを持って動かしていかな

いと、ただただ人数だけが充足していくというこ

とで、本市の新規就農というか、農業振興という

ものの本質的な発展は望めないのではないかと

私自身は思いますけれども、その辺について部長

はどのようにお考えですか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 そのためにも、人・農地プラ

ンという形で農地の集約、中心となって農業に従

事する方の育成とか支援、そういったものに取り

組んでいくというのが現在の農政かなと思って

おります。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 人・農地プランのほう

でやっぱり農地集約、またはいわゆる合理化とい

うところになろうかと思いますけれども、長野県

のとあるベンチャーでは、あえてその農地を合理

化というか、一区画にまとめるのではなくて、さ

まざまな中山間地域の小さな部分を点在的に持

っていて、点在的に持っているからこそ収穫期を

ずらせることによって、１年間のうちで出荷の安

定性を図っているということに取り組んでいる

ような事例もあるようでございます。 

  米沢も御存じのように中山間地域での農業とい

うものを現状でもさまざまな方々が取り組んで

いらっしゃるわけで、その辺のところが何か一つ

のキーワードとなってくるのかなと私自身は感

じているところでございますので、そういった大

きく羽ばたくようなことにはならないかもしれ

ないけれども、やっぱり地道に愚直にやっぱりや

っている農業というところにもしっかりと目を

向けて、今後の支援策というものを検討していっ

てもらいたいなと思います。 

  あと一方で、ここまでは新規就農者、いわゆる

45歳未満と言われている方々に対しての話でし

たけれども、一方で退職後の、退職年齢がさまざ

まですから、きょうは60歳とちょっと定義させて

もらいますけれども、60歳以上の定職を離れた

方々、こういった方々を就農というものに結びつ

けていけるような何か施策のようなものはあり

ましたでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 就農支援制度の中で、原則45

歳未満が中心となっておりますけれども、46歳以

上についても対象となる部分がございますので、

そういった部分での支援は行っております。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） これからの超高齢化社

会を迎えることを考えれば、そういった方々も農

業という一つのカテゴリーに従事をしてもらっ

て、そこで手足を動かして、土と戯れて、そして

畑や田んぼをする仲間と話をしたり笑ったりす

ることによって、それこそ健康で明るくという、

市長がよくおっしゃる健康長寿を目指す上での

一つの大切な要素になってくるような気がする

わけですけれども、市長、改めてここで一つこの

点についてお伺いしたいと思います。 

  60歳以上だけとは限りませんけれども、いわゆ

る定職を離れた方々が今後農業というふうなも

のに従事をして、健康で長生きをしていくという

ふうな施策というものに対して、市長はどのよう

に感じておられるか、端的で結構です、お答えを

いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、60歳以上、そして新規就農の

いろいろ御意見をいただいておりますけれども、
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やっぱりこれからの農業、農地を考えてみた場合

に、やっぱりそういった就労をどのように進めて

いくかということは重要な課題になってきてい

ると思っております。 

  ちょっと話すと長くなりますけれども、米沢牛

にしましても、やっぱりこれから個々の生産者で

はなかなか米沢牛を守っていくことができない

と。そういった場合には一つの法人、組織体を組

織しながら、やっぱりそういった今までやってこ

なかった人も受け入れられるような体制づくり

というものも必要でありますし、また耕作放棄地

なんかもこれからどんどん、どんどん中山間地で

ふえてくるとしたら、やっぱりそこに個人で参入

するというのはなかなか厳しい部分もあると。そ

ういった一つの組織体をつくりながら、60歳以上

の方も参入できるというような取り組み。ただそ

の場合、やっぱり米沢市として作物の戦略性を持

って、こういったものをこの米沢の農地でつくっ

ていこうという、そういった戦略的な考え方も必

要だと思いますので、そこら辺についてはいろい

ろ今ＪＡさんとも個人的に話をさせていただい

ておりますので、そういう形態というのは今後必

要になってくると思っておりますので、取り組ん

でいきたいと思います。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） ぜひ、よろしくお願い

いたします。 

  さまざまその趣味的なところで家庭菜園をされ

ているような方々もいらっしゃいますし、そこか

らもう一歩踏み込んだところに従事することに

よって、新たな出会いやおもしろみなんかも生ま

れてくるのかなと感じているところでございま

すから、その点に関してはお願いいたします。 

  最後にしますけれども、若者のやっぱり就労と

いう部分に関して、やはり不安に思っているとこ

ろ、先ほど部長のほうからありましたが、いわゆ

る土地であったりとか、販路の部分であったりと

か、具体的なところも出してもらいましたが、や

っぱり一番は安定的な収入というところだと思

うんですよ。特に、豪雪地帯と言われるここ米沢

市での就農ということを考えれば、冬期間のやっ

ぱり収入というものは非常にネック、今現状で就

農を迷っている若者にとっては非常にネックに

なってくるんだろうなと思います。 

  かつて、米沢市の農業に従事されていた方々は、

冬期間は例えば除雪をしたりとか、スキー場で働

いたりとか、冬期間での収入を得る手段としてさ

まざまな別業種に従事するということをされて

いた方が多くいらっしゃいました。近年でもやっ

ている方はいらっしゃいますけれども、そういっ

たいわゆる１年間を通じた農業と別事業とのパ

ッケージみたいなものをＰＲすることによって、

本市での農業に対する冬期間での収入源という

部分に対する不安は払拭できるのではないかな

と私自身は考えるわけですけれども、そういった

パッケージを、業種のパッケージというものをし

た中でのＰＲ、こういったものは農林課のほうで

考えとして何か持っているものは。最後お知らせ

いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 現時点では、具体的なものは

持ち合わせてございませんけれども、大きな課題

の一つと捉えておりまして、今後研究してまいり

たいと考えております。 

○島軒純一議長 以上で24番小島一議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場
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合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、国立大学法人山形大学工学部への支援と

連携について、14番相田光照議員。 

  〔１４番相田光照議員登壇〕（拍手） 

○１４番（相田光照議員） 皆さん、こんにちは。 

  ２日目最後の登壇となりました、一新会の相田

光照です。本日は、国立大学法人山形大学工学部

への支援と連携についてという質問をさせてい

ただきたいと思います。 

  私、多分、今回で20回目ぐらいの質問になると

思いますので、順番が、くじを引いていただいて

ばらばらです。今までやったことないのが一番最

初と一番最後はありませんでした。唯一こういう

形で中日の最後をさせてもらったことが実は１

回だけあります。それがちょうど４年前の12月定

例会でした。そのときの質問項目が、山形大学蓄

電デバイス開発研究センター飯豊拠点について

ということで、本当にこの山大関連、当時飯豊の

ほうにデバイスセンターが行ったことが発表さ

れての質問だったと記憶しています。この山形大

学にたまたまそういう形にはなったんでしょう

けれども、締めという形で今回も山形大学の工学

部への支援と連携ということで質問をさせてい

ただきたいと思います。 

  それでは、質問の前ではありますが、私うれし

かったことが、個人的に議員になったからこそう

れしかったことがここ最近２つあります。まず一

つが、皆様も御存じだと思いますが、議会改革に

ついてです。日本経済新聞社の日経グローカルの

調査、全国市区議会の議会活力度ランキングにお

いて、今までで最高位である42位に本年度ランク

インをしました。この順位は、東北地方の市議会

の中では４番目、県内13市の中では第１位という

ものでした。素直にこの結果は私自身うれしく誇

らしい気分になりました。 

  私が議員に当選させていただいてから８年間、

この期間は本当に議会改革が進んだなと改めて

思ったところでした。一番最初、平成23年に当選

したときは佐藤議長で、その議長のもとでは、

議会基本条例の検討委員会が設置されて、翌年24

年の12月に条例が制定されました。これが一番大

きかったなと思っております。翌年25年には島軒

純一議長の１回目の議長のときに、この条例が施

行されて、新たに議会広報広聴委員会が設置され

ました。この委員会の最大の特徴は、議会報告会

を責務として担ったことだと思います。それを受

けて、平成26年度の同じこの議会活力度のランキ

ングではその前の調査420位から54位へとジャン

プアップをしたときのその喜びは、当時広報広聴

委員でしたので、とてもうれしく今でも忘れられ

ません。 

  その後も、海老名悟議長のもとで議員定数・報

酬検討委員会での答申の提出だったり、現在も続

いております広報広聴委員会の情報発信部会に

よる中学校出前市議会など、多岐にわたるさまざ

まな取り組みに挑戦してきた結果、ことしまたし

てもランキングで最高位の42位へとジャンプア

ップをしたという結果になりました。 

  当然ながら、この結果に満足するものではあり

ません。しかし、改めて思うことは、今の米沢市

議会、ここにおられる議員の皆さんは、ほかの市

議会と一線を画す力を私は持っているなと思っ

ています。それは、全ての24人の議員が改革に向

けて一丸となって協力できる体制が今この米沢

市議会、このメンバーにはあるということです。

さまざまな自治体で研修、視察をさせていただき

ますが、どうしても全会一致、全員協力というの

はなかなかどの議会も難しいと言われます。でも、

ここ米沢市議会に関しましては、ほかの議会と比

べても引けをとらないぐらいのその一丸となる
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ことが力であり、私は強さだと思っています。 

  本当に手前みそではありますが、今定例会に上

程されている議第76号米沢市特別職の職員の給

与に関する条例及び米沢市議会議員への政務活

動費の交付に関する条例の一部改正について、こ

れは議員定数・報酬検討委員会で皆さんでつくっ

たものです。そして、中学校出前市議会は２年前、

情報発信部会でも大いにかかわらせていただい

たものであり、その都度全議員の皆さんのおかげ

だと本当に肌で感じております。特に、定数・報

酬検討委員会は２年間の経過を経て答申を出し

て、先日、報酬等審議会にかけていただいて、今

回上程をされて19日に成立して初めて終了する

委員会だと私は思っています。本当に委員の皆様

を初め、本当に全議員の皆様に協力していただい

た結果がもう間もなく実を結ぶと、そういうふう

に思うとちょっと感慨深いものがあり、改めてそ

の議会改革が推進された時期の議員の一人であ

ることを本当に誇りに思う次第であります。 

  そして、もう一つうれしいことは、当局の皆さ

んの成果です。11月６日付の山形新聞の朝刊にこ

のような記事がありました。「本県の工業立地11

件」「東北１位、うち置賜６件」という見出しで

あり、私はすぐに見入りました。経済産業省がま

とめた2018年上期（１月から６月）の工業立地動

向調査結果が先ほどの数字であり、６件のうち４

件が米沢オフィス・アルカディアへの立地とあり

ました。2017年の下期、いわゆる７月から12月ま

でにも、こころの病院の建設などを初め、数件の

立地がオフィス・アルカディアにあったことは御

記憶にあると思います。さらに、この同じ時期

2018年の上期には、今回の山大の質問にも大きく

かかわりを持つブイ・イー・ティー、ブイ・テク

ノロジーの子会社でありますブイ・イー・ティー

が八幡原工業団地に進出を決定したのもこの時

期です。 

  客観的に見ても、ここ数年の本市の企業誘致施

策は目を見張るものがあります。当然ながら、経

済が好転し、社会情勢が上向きしていることもあ

ると思いますが、企業誘致担当者を初め、当局の

皆さんのアイデアと足、これには敬意を表したい

と心から思います。 

  ただし、議会改革を推進してきた一議員の私も、

企業誘致をなしてきた担当者の皆さんも忘れて

はいけないことがあります。議会改革・企業誘致、

２つの事柄も今がいいからできたというわけで

はありません。私たちがかかわる以前からそれぞ

れの先人の先輩方の長い年月をかけての積み上

げ、時には立ちどまり、見直し、先に進む、その

繰り返しがあって今日があることを忘れてはな

らないと感じております。 

  ブイ・イー・ティーが米沢に進出できたのは、

以前、市政協議会でも相田克平議員がおっしゃっ

ていましたが、担当者の努力はもちろんでありま

すが、山形県との連携、そして山大工学部の城戸

淳二教授の尽力があったことは間違いありませ

ん。本市が山形大学へ支援・連携をしてきたから

こそ、お力添えをいただいたと私は思います。長

きにわたる関係の中でお互いに積み上げてきた

ものもたくさんあるはずです。しかし、市民の中

には、このことを、山形大学へ支援をして連携し

ていることを知らない市民もいるのが現実です。 

  そこで、本日は改めてお伺いしたいと思います。

まず一つ、山形大学工学部への支援内容はどのよ

うなものがあるでしょうか。また、本市が大学に

支援を行う目的は何でしょうか。さらに３つ目、

支援に関して、山形県と連携などは行っているの

かどうか。以上、３点を質問させていただき、質

問席に戻りましたら、議長の許可を得ております

ので、資料も参考にさせていただきながら質問を

させていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、国立大学法人山形

大学工学部への支援と連携について、各項目につ

いてお答えしたいと思います。 
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  初めに、支援内容についてお答えいたしますが、

本市では、平成24年度より、米沢オフィス・アル

カディアに集積している山形大学工学部の研究

施設の整備費及び運営費等に対して直接支援し

ております。 

  まず初めに、平成24年度に有機エレクトロニク

ス分野における先端技術の実証研究拠点として、

有機エレクトロニクス分野の基礎的、学術的成果

を応用、実証につなげる技術開発と、その成果を

実用化、産業化すべく推進するとともに、それら

の実用化技術の高度化、複雑化に対応できる人材

を育成する目的で整備されました有機エレクト

ロニクスイノベーションセンターに対し、同年度

に施設整備補助として１億円を支援しており、そ

の翌年度より年間1,000万円の運営補助としまし

て、本年度までの６年間継続して支援しておりま

す。 

  次に、平成27年度に有機ＥＬを初めとする有機

エレクトロニクスなどの研究成果が将来どのよ

うに用いられ、生活を快適で豊かにしているかを

想定し、実証する場として整備されましたスマー

ト未来ハウスの整備費に対しまして250万円を支

援しております。 

  続いて、昨年度山形大学が持つ先端技術シーズ

をもとに開発を支援できる教員がキャンパスか

ら出向き、市内、県内企業の開発支援を行うとと

もに、事業化を推進する拠点として整備されまし

た有機材料システム事業創出センターに対し、施

設整備費として5,000万円を支援し、今年度は運

営補助として予算額で2,500万円を支援する予定

としております。 

  このように、平成24年度から本年度までの支援

額は、総額２億3,750万円となります。 

  また、施設整備費や運営の支援のほかに、施設

用地としての米沢オフィス・アルカディア産業用

地５区画について、無償貸与し用地提供の支援を

しております。 

  これらの支援が始まった背景には、本市の製造

業などの置かれている状況等が関連しておりま

す。本市は、情報通信機械器具製造業や電子部

品・デバイス・電子回路製造業を中心に製造品出

荷額等が県内１位を誇り、東北でも有数の産業集

積地としてのものづくりのまちを形成していま

すが、製造業全体に占める加工組み立て型産業の

割合が高いものの、最終製品まで一貫して組み立

てる企業の集積が少ないことから、付加価値率は

県内の平均と比べて低い状況にあります。また、

市内企業の大多数を占める中小企業では、経済の

グローバル化等により、世界的企業間競争に置か

れ、厳しい経営環境下にあります。 

  このような中で、本市としましては、米沢市ま

ちづくり総合計画において、「挑戦し続ける活力

ある産業のまちづくり」を基本目標に掲げ、その

実現に向けて第２期米沢市工業振興計画を策定

いたしました。この計画の基本目標であります技

術革新と人材育成を核とした高付加価値なもの

づくりの実現を目指し、基本戦略の柱として、地

域企業育成支援による産業振興と企業誘致によ

る産業振興を設定し、５つのプロジェクトを実施

するものとしております。山形大学工学部への支

援は、山形大学工学部で開発研究が進む有機エレ

クトロニクス関連分野や先端技術研究を生かし

た産学官の連携を図るなど、将来的に地域の核と

なり得る新産業創出に向けて取り組むことを方

向性として定めており、このプロジェクトの一つ

の施策でございます。 

  また、山形大学工学部は、1993年世界で初めて

白色有機ＥＬの開発に成功したことを契機に、有

機エレクトロニクス関連分野における研究開発

が推進され、現在では世界中から卓越した研究者

を招聘し、研究開発拠点を形成しております。こ

のように、有機エレクトロニクスを世界でリード

する山形大学工学部が立地していることを本市

の強みとして、付加価値率の高い産業構造への転

換や新産業創出及び新事業分野への地域内企業

の参入促進などを図り、本市のものづくり産業の
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振興を目指すこととしております。 

  このように、本市の山形大学工学部への支援の

目的としましては、山形大学工学部の有機エレク

トロニクス関連分野での研究成果が事業化に結

びつくことで、本市としての産業競争力の強化や

新産業創出などによる高付加価値なものづくり

の実現が図られ、ひいては地域雇用の拡大と市民

所得の向上につなげていくことであります。 

  次に、県との連携に関しましては、有機エレク

トロニクス関連産業の推進におきましては、山形

県では山形県産業振興ビジョンや山形県ものづ

くり技術振興戦略におきまして、有機エレクトロ

ニクス関連技術を生かした取り組みの推進とし

て、「有機ＥＬ照明について、県内の公共施設等

への導入が一定程度進んだことから、国内外への

供給に向けて、県内企業の営業力や生産体制強化

し、市場の拡大を図る」や、「有機太陽電池、有

機トランジスタ、次世代蓄電池等の有機ＥＬ以外

の有機エレクトロニクス分野については、山形大

学と県内企業との共同研究を促進させるなどの

実用化に向けた取組みを推進する」などを施策の

展開方向として定めており、本市も県と連携して

山形大学に対する支援を行っていくものと考え

ております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） それでは、よろしくお

願いします。 

  24年度から７年目を迎える支援ですが、産業分

野としては７年、恐らく企画の分野で直接ではな

いけれども昔支援ありましたもんね、その前に。

だから、トータル市としては７年以上の支援を行

っていると。今回は、その産業分野にちょっと焦

点を当てさせていただいて質問をさせていただ

きたいと思います。 

  やはり、長い年月支援をしていく、例えば長い

年月さまざまな事柄が続いていくと、今やってい

ることが当たり前になってしまう。そして、当た

り前になるときっていうのは、やっぱりなれると

きなんですよね。やっているのが普通、やるのが

当たり前、その先もなければ後もない、現状維持

で満足してしまうようなことに今なっていると

は言いません。今なっているとは言いませんが、

これからこの山形大学と本市との関係をよりよ

いものにしていってもらいたいという思いから

今回（１）、（２）、（３）を聞きましたが、総

合的に質問をさせていただきたいと思います。 

  まずは、産業部長にお聞きしたいのが、この山

形大学への支援を産業部として始めて７年たち

ましたが、この間、目に見える成果、結果でなく

ても結構です、その過程でもいいです、過程の結

果といいましょうか、そのようなことがしっかり

あったかどうか、検証なされているかどうかお尋

ねいたします。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 ２つの施設の整備に支援をし

てまいりましたけれども、有機エレクトロニクス

イノベーションセンターにつきましては、市内企

業も共同研究に取り組んでいるほか、学術指導と

しまして143件の実績がありまして、地域企業の

課題解決などに貢献をいただいております。 

  また、もう一つの施設、有機材料システム事業

創出センター、ことし６月にセンターが開設され

たところでございますけれども、現在、市内企業

が１社入居しておりまして共同研究に取り組ん

でいるほか、大学発のベンチャー企業４社が入居

しておりまして、そのうちの１社につきましては、

道の駅米沢を初めとした地元飲食店等へ製品の

提供等を通じまして、地域企業との連携を図って

おります。研究成果の事業化、商品化には長い時

間がかかるものでございますが、着実に一歩一歩

前進しているものと考えております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） 私、議員としての信念

が、教育で人を育てるというのを自分の柱に持っ

ています。教育は物すごく時間もかかりますし、
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お金もかかるものだと思います。それで、なかな

か成果が見えない。この山大の研究も、私は教育

と同じなのかなと思っています。そんなに簡単に

すぐには結果は出るものではないですし、ただ違

うのが産業と非常に結びついている、研究が。こ

れも事実なんです。研究は人を育てることでもあ

るし、ものをつくり出すことでもある。でも、大

きく違うのは、その研究によって産業が生み出さ

れる可能性を秘めているものが、私はこの研究と

いうものに入っているのかなと感じています。 

  このすばらしい教授陣がいます。先ほどお話し

した城戸先生初め時任先生初め、いろんな優秀な

先生が山大工学部にもいて、知名度も有機エレク

トロニクスを中心として山大工学部の知名度が

上がって、研究内容も周知されていくことによっ

て、優秀な学生たちがこの米沢に来ているのも事

実です。 

  しかし、反面、本市がなぜ山形大学に支援をし

ているのか。先ほど部長がおっしゃったけれども、

一貫した産業をつくって雇用を生み出すことが

最終目的にあると。でも、そうでなくて、山大が

米沢からなくならないために、人口が減ると悪い

から、学生をここに残しておかないとならないか

ら支援しているんだべと言われる声も正直あり

ます。そういう声があるこの現実、部長は御存じ

でしょうか、そういう声があることを。まず、そ

の支援がしっかりと伝わっていないという事実

を知っているかどうか、お尋ねいたしたいと思い

ます。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 かつて、山形大学が統合する

ような話がちょっと出たときに、そういった形で

の引きとめではないんですけれども、そういうよ

うな市民からの話も出たような記憶がございま

すけれども、支援の目的としましては、先ほど申

し上げたとおり、産業の振興と市民所得の向上、

そういったものに結びつけていくための支援だ

ということで改めて申し置きたいと思います。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） そうなんです。この認

識を少しでも変えたいなと思って実は質問をさ

せていただきました。一般質問をするとき、私は

いろいろな情報、数字だったり法令だったり、制

度だったり、それを自分の中でそしゃくをして、

残ったものを積み上げていって質問をするよう

にしています。 

  今回、視点をちょっと変えたんです。一番最初

の視点は公金、税金という公金が山形大学に入っ

ていると。だからこそ、公金が入っているからこ

そ成果をしっかりと市として求めなければなら

ないんではないかという視点で質問をしようと

最初は思いました。自分の中でこの状況をイメー

ジして１時間分イメージするんです。まとまらな

かったんです。何を言いたいのかわからなかった。

もう一回つくり直して、自分の中でイメージでき

たのが、きょう資料で皆さんにお配りしている第

２期米沢市工業振興計画、この概要版をお配りし

ていますが、これがやっぱり、この視点を持って

この質問をさせてもらったほうが今後の米沢市

と山大のよりよい関係になるんではないかとい

うことで、きょう資料を使わせていただきたいと

思います。 

  まず、工業振興計画の概要版ですが、これ、皆

さん当然見ていただいていると思います。私も改

めて深くちょっと読んでみました。すると、この

振興計画の重要な部分には、ほぼ山形大学の研究

が入っているんです。そして、山大の研究なしに

してはこの振興計画はなし得ないものだなとつ

くづく思いました。 

  例えば、一番左の現状になります。現状は、27

年までの第１期のものを見た現状です。この中で

も、下の第１期工業振興計画の評価の中にも、真

ん中あたりになります。新技術・新分野の創出、

「有機エレクトロニクス関連技術の研究施設の

整備・産学官の連携の発展」、これも現在進んで

いるものです。 
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  そして、次の課題のほうに移ってください。課

題に関しては、これは漠然と書かれていますが、

私は全て山大に当てはまるものだと、この課題は

思っています。 

  そして、右側に移っていただくと、いわゆる基

本戦略になります。ここが28年度から32年度まで

の５カ年の中で一番柱になる部分です。特に、地

域企業育成支援による産業振興の３番目、「世界

へ発信するものづくりへの挑戦」ということで、

もうこれは有機エレクトロニクスを先頭にして

やっていくとここには書いております。 

  そして、右側になりますが、基本戦略の４番、

そして５番、私はこの４番と５番に注目させてい

ただいて質問をさせていただきたいと思ってい

ます。まず、４番が「新産業創出及び新事業参入

支援プロジェクト」、そして５番、「企業立地戦

略プロジェクト」。この２つに関してはこれから

山形大学工学部との連携なしではあり得ないも

のだと思っております。 

  ちょうど28年度から32年度までの振興計画です。

今は30年、３年目、ちょうど折り返し地点です。

前半２年を見て、どういう形でこの振興計画が計

画どおりに進んでいるのか、改善すべきところは

ないかを見直した上で、これからの後期２年、31

年度、32年度に向かって推進力を高めていく時期

が今だと思っています。 

  ４番の有機エレクトロニクス産業の集積強化、

これはバレー化についてですね。これは今回、先

ほど壇上でも述べましたが、ブイ・イー・ティー

さんが米沢に来ることになりました。このブイ・

イー・ティーさんの企業誘致は本当にすばらしい

ものだと思います。このブイ・イー・ティーとい

う会社がどういう会社なのか。高精細で製造が容

易な次世代の蒸着マスクを開発していると。これ

はどういうものに使われるかというと、一般的に

多くの方が使用しているスマートフォンの画面、

これに使われている。このブイ・イー・ティーさ

んの技術を使うと、月産で300枚、この数字が300

枚と意外と少ないように感じるんですけれども、

相当な枚数だと。全体の数多く使われているスマ

ートフォンの約25％、シェアの４分の１を占める

ぐらいの量産ができる会社が今回進出していた

だいたということになります。 

  この企業誘致は、山形県と連携をして新たな形

で、もちろん城戸先生の橋渡しもあって米沢市に

来ました。今までと大きく違うのは、いわゆる土

地を取得して、その土地に工場を建てて操業する

という形ではありません。県で使っていた空き工

場を利用して、そこの工場で操業するというもの

です。 

  これ、前回の産業建設常任委員会協議会のほう

に提示されましたが、新年度予算で１億5,000万

円の補助をしていきたいと。私は、この１億5,000

万円という補助は多いとは思いません。もちろん

補助することも悪いとは思わない。それはなぜか

と、やはりバレー化をしていく、いわゆる産業集

積化をしていく中では、リーディングカンパニー

になる企業は絶対必要です。核となる企業があっ

て、そこにいわゆる連携していく小さなベンチャ

ーも含めて、さまざまな企業が集まってこそ本当

のいわゆる集積化になっていく。そのための核と

なる企業が、今回このブイ・イー・ティーという

会社ではないかなと思っています。 

  ですが、この補助の形態が一過性のもの、いわ

ゆるこのブイ・イー・ティーという企業だけにや

る支援でいいのかどうかということは、これは大

きな疑問なんです。実は、米沢市の企業誘致のさ

まざまな助成があります。企業立地ガイドの中に

は、八幡原中核工業団地、そしてオフィス・アル

カディアの土地の取得に対する補助、そのほかに

も雇用促進奨励金、税制優遇制度、そして融資制

度などもあります。一番は、土地を取得した場合

には補助が出るというものがありますが、これか

ら空き工場を利用して米沢に進出をしたいとい

う企業も出てくるかもしれません。そういうこと

を考えていった場合には、今空き工場を利用する
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制度がないという現状を見て、集積化をこれから

図っていくというこの方向性がある中で、いわゆ

る空き工場を利用する新たな制度なんかもつく

っていく必要が私はあると思うんですが、その辺

はどのように産業部として考えていますでしょ

うか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 議員がお述べのとおり、この

たびのブイ・イー・ティーに対します支援の計画

につきましては、現行ルールに該当しないものの、

有機エレクトロニクス関連の本市の産業化を推

進していくために、必要な企業ということで県と

連携しながら支援していく必要があるというこ

とで判断しているものでございます。 

  そういった中で、財源は基金を活用してござい

ますので、基金の活用に関しましてはしっかりと

試算しながら活用していかなければならないの

も事実でございます。そういった中で、それらの

状況を勘案しながら、このようなリーディングカ

ンパニー的な形で有機エレクトロニクスの関係

産業が大きく伸びるような企業がまたありがた

いことにいらっしゃるようなことがあったら、そ

のとき検討してまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） これはリーディングカ

ンパニーだけでなくというところも考えてもら

いたいんです。もちろんリーディングカンパニー

というのは核になる大きなところですから、当然

バレー化を進めていく、集積化を進めていく中で

は引っ張っていかなければならない企業です。で

も、そうではなくて、それに関連する企業だって

今後集まってくるであろう。そうなった場合に、

純粋に土地を取得して進出をするという形ばか

りでもなく、空き工場を利用したり、空き家を利

用したりする場合も今度考え得るなと。そうなっ

た場合には、ちゃんとその助成制度を使った上で、

リーディングカンパニーのみならず、制度をつく

っていく必要が私はあると思うんです。 

  もちろん、今は景気が上向きです。そして、山

形大学の先端研究があってネームバリューもあ

ります。いわゆるブイ・イー・ティーさんが持っ

ている開発、いわゆる蒸着マスクの開発の技術、

これもある、そして東北中央自動車道の開通、さ

まざまな要因が今重なっています。恐らく来ると

思います。もっともっと来るのかもしれない。で

も、やっぱりそこにあぐらをかいてはいけないの

ではないかなと思っているんです。 

  東北中央自動車道の福島大笹生インター、あの

そばにも約３ヘクタールぐらいで工業団地がつ

くられる予定です。ほかから来る企業さんがどこ

を選ぶかはもちろんわかりません。ただ、やっぱ

り企業誘致は戦だと思うんです。総合的な魅力を

アピールしながら、やっぱり米沢がいいんだと、

米沢に来てくれというその戦いに勝っていかな

いと、例えば近くの山一つ手前の大笹生がいいと

いう企業もあるかもしれない。でも、やっぱり山

一つ越えて、少し長いけれども米沢に来たいよな

というふうになるためにも、小さな会社でもいい

です。ただそのバレー化をしていく上で関連の企

業が来やすい状況を、その空き工場も使ったよう

な企業進出の場合の制度化なんかも検討すべき

でないかと思っていますが、もう一回いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 確かに、現在の動向としまし

ては、早く安くということでの空き工場の利用も

企業さんとしては視野に入れているところがあ

るかと思います。しかし、まずは市の方針としま

しては、八幡原とオフィスの分譲地につきまして、

まず分譲を図っていきたいということで、そちら

の誘致をまず第一義に考えていきたいと考えて

おります。 

  しかしながら、本当にただいま議員からの御意

見がありましたように、有機エレクトロニクス産

業の推進において、優位な企業の進出が期待でき

るようであれば、そういったことも視野に入れて、
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空き工場を活用しての企業の立地につきまして

も、それは検討していかなければならない一つの

課題だと思っております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） 今、お話に出ましたが、

オフィス・アルカディアをいっぱいにしていくと。

では、ちょっと進みますね。工業振興計画の５番

になります。企業立地戦略プロジェクト、オフィ

ス・アルカディアを中心としたサイエンスパーク

構想の推進というものがあります。このサイエン

スパーク構想については、議会からもさまざま質

問が出ています。まず、部長、このサイエンスパ

ーク構想とはどういうものなんでしょうか。そこ

を一回ちょっと説明いただきたいと思います。ど

のような形のものをイメージしているのか、そし

て、山形大学との連携というのは、このサイエン

スパーク構想は当然とっていかなければならな

いと思いますが、どのようにお考えなのか、そこ

を教えていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 サイエンスパーク構想につき

ましては、山形大学工学部におきまして蓄積され

てきました高度な研究成果を地域社会や産業に

還元するシステムを構築して、その成果でもって

世界をリードする産業研究都市を目指すという

ことで検討されてきたものでございます。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） だとすると、今のお話

であれば、そのような考えのもとでこのサイエン

スパーク構想は、進め方としてはその考えは今後

もお持ちになるということでよろしいでしょう

か。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 サイエンスパーク構想自体に

つきましては、平成26年度に構想を検討しまして、

実は策定にまで至っていないのが実情でござい

ます。その間、さまざまな効果によりまして分譲

が進みまして、残りの分譲地が少なくなってきた

ということもその大きな要因でございます。うれ

しいことではありますけれども。しかしながら、

その考え方に基づきまして、もともとサイエンス

パーク構想を想定しておりました西側の分譲地

につきましては、基本的には研究開発関係の企業

の誘致、もしくは山形大学、それこそ事業創出セ

ンターのほうから展開されるような企業の立地

を進めてまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） 意地悪な質問をしてい

いですか。資料の２枚目を見ていただきたいと思

います。今、部長がお話しになったように、この

オフィス・アルカディアの分譲状況です。下のほ

うが東になります、上が西です、高速道路のほう。

これを見ていただくと、下のほうがいわゆる企業

ですね、オフィス。上のオレンジの部分、研究開

発施設誘致エリアというところが多分今部長が

おっしゃったサイエンスパーク構想の区画だと

思うんです。 

  ここでちょっと意地悪な質問というのが、大分

これを見ていただくとわかると思うんですけれ

ども、東側いっぱいなんですよね、ほぼ。もうこ

れはうれしいことです、本当に。ここ数年で本当

にいろいろな企業に入っていただいて埋まって

きたと。では、もし米沢市に企業を持ってきて、

米沢市で会社を起こしたいという企業さんが来

ました。八幡原中核工業団地のように大きな土地

は要りません。オフィス・アルカディアの例えば

この上側のＤ－３がいいなと、ちょうどいい規模

だといった場合には、ここに……。いわゆる研究

開発エリアにかかわる企業は指定されています

よね。それ以外の企業が来た場合、こういうこの

土地に分譲はなされないのか、それともそのとき

は特例で認めてなさるのか、それをお聞きしたい

と思います。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 現時点では、先ほど申し上げ

ましたように、研究開発を主とします企業の誘致、
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そして事業創出センターのほうから進出する可

能性のある企業、そういったものに対して特化し

ていきたいとは考えております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） だとすると、今まだ策

定されていないこのサイエンスパーク構想は、具

体的な形で動き出すということで、いわゆるある

程度の指針を持って、ある程度の構想を持った上

で、構想というか、大々的でなくても、米沢市と

してのサイエンスパーク構想というものが具体

的に動き出していくと捉えていいでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 我々もそのように取り組んで

まいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） では、ぜひ、これは山

形大学工学部抜きには考えられないと思います。

私もサイエンスパーク構想という言葉を聞いた

のは議員になってから、この米沢市の山大工学部

とのかかわりが一番最初でした。その後、さまざ

まいろいろ調べていくと、やはりほかの自治体も

さまざまなものをアイテムにしながらサイエン

スパーク構想があります。 

  例えば、九州大学と福岡県の糸島市、京都大学

の複合原子力科学研究所というところと大阪の

熊取町、事業構想大学院大学というところと長野

県飯田市、あとは先ほど午前中うちの代表が説明

しましたが、鶴岡市と慶應義塾大学先端生命科学

研究所のサイエンスパークという形があります。 

  このサイエンスパークをさまざま調べたところ、

さまざまな形なんですね、規模も大きいものから

小さいもの、一つのものに特化しているものもあ

れば、複合的に広がって大きくしていくもの。た

だ、やっぱり共通しているのはベンチャー、新た

な企業を起こして、新たに起業をして新たなもの

をつくり出していく、それを製品化していって量

産化していくというまずこの一番最初のベンチ

ャーの企業が非常に多かったと思ったところで

す。 

  この山大工学部にしかできないといったサイエ

ンスパーク構想、このサイエンスパーク構想をつ

くっていくためには連携は必要ですが、本市が道

筋の指針は持たなければならないと思います。そ

して、どういう形にしていきたいかということを

しっかり山形大学工学部と骨子を共同でつくっ

ていくようにしていってもらいたいんです。要は、

本市は素人だから研究に対してはよくわからな

いではなくて、本市としてはこういうものが将来

的になればいいなというものを持った上で、山形

大学と協力をしながら、では山形大学のノウハウ

はこういうものがあると、こういう研究が、成果

ができ得るだろうということを話し合った上で、

しっかりと具体的に動いていってもらいたいと

思っておりますが、その辺についてはいかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 これまで、サイエンスパーク

構想の検討会におきましてですが、県を初め商工

会議所や地域企業、金融機関などの皆様から検討

会に参加いただきまして、さまざまな御意見を頂

戴してまいりました。そういった中で、構想の策

定には至りませんでしたけれども、市の方針とし

ては、方向性は一つ定まったものがございますの

で、そういう方向性をしっかりと進めてまいりた

いということで、今もそのように、山形大学のほ

うに伝えておりますし、今後はその事業創出セン

ターができましたので、こちらのほうが中心とな

って事業化の実現を目指していくということで、

本市の意思もしっかりとそちらのほうに伝えま

して、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） その本市としての意向

も伝えてらっしゃると今お話がありましたが、ど

のような形でお話は伝えていらっしゃるんでし

ょうか。いわゆる事務方レベルの話し合いなのか、
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それとも極端な話、市長が直接行ってお話をされ

ているのか、その辺今現状どうなっていますか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 まだ、具体的な中身の協議と

いうのものはまだそこまでに至っていない部分

がございますけれども、これまで準備段階におき

まして、あちらの工学部長、そしてセンター長と

の協議の場を設けまして、市長を含めまして我々

も同席させていただいてお話をさせていただい

た経過がございます。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） サイエンスパーク構想

については恐らくこれからだと思うんです。でも、

米沢市としてどうしていきたいかという部分に

関しては、話し合いはやはり持っていらっしゃる。 

  私、何でちょっとここをくどくお話ししている

かというと、４年前に一般質問をさせてもらった

のが、蓄電デバイスセンターが飯豊に行ったこと

でした。正直私悔しかったんです、そのとき、気

持ちとしては。当時、副市長が担当になっていた

だいて、一般質問のときも島軒議長がちょうど飯

塚工学部長とお知り合いで話を通してもらって

聞きに行ったりして、お話も聞いてきたんです、

両方のお話。決して、米沢市との関係が悪かった

わけでもないです。ただ、飯豊の町長も飯豊の議

長も一生懸命アプローチはしていたと。もちろん

資金的なものもありましたから、一長一短に比べ

ることはできないのであれですが、それはいい。

ただ、関係をちゃんと密にして、意向を伝えた上

で今後支援と連携をしていく必要はあるんだろ

うなと思っているんです。情報交換を定期的にす

るのは、もちろんこれは当然のことです。 

  ことしの６月に事業創出センターができました。

これって実は物すごく今までとは大きく違うこ

となんじゃないかなと思っているんです。今まで

はどちらかというと山形大学という、大学ですか

ら研究、学問を主にするところです。イノベーシ

ョンセンターがあったりしましたが、ことしでき

たのは事業創出センターです。事業創出センター

ですので、そこから派生するベンチャー企業もも

ちろんあるでしょう。さまざまな仕事という形で

の成果が生み出されるのがこの創出センターだ

と思います。だからこそ、創出センターができた

ばかりだから今結果どうですかと聞くのは、これ

はおかしな話だと私も思っていますし、ここ数年

待ってしかるべきだと思います。 

  創出センターが本当に軌道に乗って結果も恐ら

く出てくるはずです。そうなった場合に、いつま

でも米沢市として、この研究に関しては山形大学

さんに全てお任せしますというスタンスではな

くて、米沢市としてこうこうこういうものをして

もらいたいから、山形大学さんよろしく頼むよと

いうふうな指針を、市として、産業部として持っ

ていける、それを言える人は担当の事務局レベル

では私はだめだと思うんです。市長やそれこそ部

長、ある程度の決定権を持った人が情報を密にで

きるような、ただただ挨拶に行くだけ、お茶飲み

するだけでないです。米沢市として指針としてこ

ういうものをやってほしいと、お願いできっぺか

というぐらいのものを持った上で決定権を持っ

た担当者が行くべきと私は思っていますが、その

辺についてはどうお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 これまで、山形大学の工学部

への支援ということでやってまいりました。これ

はやはり先生方の基礎研究や応用研究に対して

の支援といいますか、そういった形でした。ここ

に来てようやく事業化に結びつくということで、

有機材料システム事業創出センターができまし

た。今後はこちらのほうが窓口となって、そして

中心となって事業化を図っていくというような

形になります。 

  今、議員のお話とはちょっとずれるかもしれま

せんけれども、それぞれ先生方のシーズをいかに

事業化に結びつけていくかという部分では、我々

もなかなか難しい部分がございまして、何といい
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ますか、意見を申し上げるというよりは、一緒に

なってお話を伺いながらも、市としてはこういう

ふうにやっていただきたいというようなお願い

をするような形なのかなと思います。 

  そういった中で、一番はやっぱり地元への企業

の立地であり、そして地元企業との連携というこ

とでの形が我々としてはお願いしていきたいな

と思っております。そういったお願いの際につき

ましては、しかるべき人間がしっかりとした意見

を申し上げて、連携を図ってまいりたいと考えて

おります。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１４番（相田光照議員） そうです。創出センタ

ーにあるそれぞれのシーズは、恐らく当局の皆さ

んもわからないと思います、専門的で。ましてや、

事業創出センターは始まったばかりです。始まっ

たばかりのときは、私はそれでいいと思う。でも、

これを同じようにこれから７年、今やってきた７

年と同じように同じスタンスではだめだと思う

んです。創出センターができてスタートした。こ

の今までの６年とはちょっと違う１年だと思う

んです、ことしは。これから、その工業振興計画

も折り返し地点です。７年という長さが長いか短

いかはわかりませんが、ただもう７年たっている

というのはこれは事実です、産業部としての支援

が。やっている以上、今創出センターをバックア

ップするよう、ぜひしていってもらいたい。して

いってもらいながら、米沢市としても研究してい

ってほしいんです。その研究で何をやっているか、

これによって何ができるかどうかをしっかりと

見た上で、この山大との支援の連携を強めていか

ないと、飯豊のときのようなことはもうなしにし

てもらいたいんです。それが気持ちの中にちょっ

とあるもので、感情的ではないです。冷静に見て、

それを持った上で市が指針を示していく。もちろ

ん市長や部長、決定権のあるしかるべき人が対応

するようにしていってもらいたいと思いますが、

最後に市長、よろしくお願いします。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 いろいろと山大工学部との関係、

オフィス・アルカディアの用地の問題で建設的な

御意見をいただいていると思っております。今一

番大切なのは、このサイエンスパークをどのよう

に米沢市が考えていくかであります。このことに

ついて、大変用地も図でお示しいただきましたよ

うになくなってきておりますので、今後このサイ

エンスパークをどのように米沢市として考えて

いくかということは大きな課題になっていると

思っております。既に、このことにつきましては、

公式ではないにしても、飯塚学部長とは話はして

おります。そういった中で、米沢市がどのように

今後このようにこれからの今議員がおっしゃる

ような新たな技術、新たなものづくりを考えた場

合に、どうしてもここに進出してきたいという企

業があれば、サイエンスパークの中のエリアでも

それはやっぱり融通をきかせていかなければな

らないなと思っております。 

  あと、いろいろ創出センターもイノベーション

センターもそうでありますけれども、今山大工学

部、いろんな事業にとって重要な課題になってお

りますのは、こういった新たな技術、そしてイノ

ベーションセンターもそうでありますし、創出セ

ンター、その中でいろんな開発をやっております。

ようやく新たなものが出てこようとしている状

況にもあります。そういったものをどうマネジメ

ントをしていくかと、ここが一番重要な今山大工

学部の課題になっておりますので、その辺につい

ても、米沢市がどういう支援ができるのかと、マ

ネジメントに対して、そういったものももう考え

ていかなければならない時代になってきている

と思っておりますので、そこはしっかりと大学側

と連携をとりながら、今御指摘いただいたような

ことについてしっかりと取り組んでまいりたい

と、このように思っております。 

○島軒純一議長 以上で14番相田光照議員の一般質

問を終了いたします。 
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  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  これにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１７分 散  会 
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